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審査事件

議案第８１号 令和４年度米子市一般会計等の決算認定について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

午前１０時００分 開会

○今城分科会長 ただいまから予算決算委員会民生教育分科会を開会いたします。

土光委員から欠席の届出がありましたので、御報告いたします。

１１日の本会議で予算決算委員会に付託された決算関係議案、議案第８１号、令和４年

度米子市一般会計等の決算認定についてのうち、当分科会所管部分を審査いたします。

審査は、市民生活部、福祉保健部、こども総本部、教育委員会の順で、発言通告一覧表

に沿って行いますので、よろしくお願いいたします。

この際、委員の皆様に申し上げます。審査終了後に指摘事項の取りまとめを行いますが、

指摘事項に上げる項目は、実際に発言された指摘事項しか上げることができませんので、

指摘をされる際には、質問や要望で終わることなく、その旨をはっきりと伝えていただき

ますようお願いをいたします。

それでは、初めに、市民生活部所管部分を議題といたします。

発言通告一覧表１ページを御覧ください。

決算に係る主要な施策の説明書のページ数です。２６ページ、事業番号５１番、マイナ

ンバーカード利用環境整備事業について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 米子市役所の１階にコンビニ交付機を設置されたわけですけれども、交付
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の枚数とその評価、実績とその効果について伺います。

○今城分科会長 小乾市民一課長。

○小乾市民一課長 コンビニ交付機、いわゆるキオスク端末設置後の証明書交付数と利用

実績の評価についてでございますが、市役所１階のコンビニ交付機は、令和５年３月２０

日に設置しており、証明書の交付実績は、３月、１３９通、４月、３２２通、５月、２７

４通、６月、４８３通、７月、３０１通でございます。多くの方に御利用いただき、窓口

の混雑緩和及びマイナンバーカードの利便性の周知を図ることができたと認識しておりま

す。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 具体的に、市役所に来られた方がコンビニ交付機を利用されるためにどの

ようなサポートをされたのかということを教えていただきたいと思います。

○今城分科会長 小乾市民一課長。

○小乾市民一課長 交付機の利用促進の取組についてでございますが、本庁１階の交付機

設置に当たりまして、広報よなごへの掲載、窓口での貼り紙の掲示、ホームページへの掲

載など周知を図りました。さらに、窓口で証明書の交付申請をされる際に、本人確認書類

としてマイナンバーカードを提示された方に、職員がコンビニ交付機まで同行の上、操作

方法の案内なども行い、コンビニ交付のさらなる利用促進を図りました。利用された方の

多くから、こんなに簡単に取れるのであれば、次からはコンビニで証明書を取りますとい

う喜びの声をいただいております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 私、機械を利用して必要な書類を取っていくっていう、１個ハードルを越

えたらすごく利用しやすいものだっていうのを多くの方に分かっていただけると思うんで

すけど、実際に民間の、コンビニはじめ、そういったところに置いてあるところでは向か

いにくいと思いますし、相談も従業員の皆さんにしにくい中で、市役所の機器に、具体的

に職員の方が案内されているっていうのは、今の例としてお答えいただきましたけども、

市民の方にとってはとっても心強いものだと思うんですけれども、これ、１台当たり２６

０万円設置費用がかかったということなんですけども、これ、事業としては、設置したか

ら一応、経費としては終わるんですけど、これは設置が目的ではなくて、利用が、より皆

さんに利便性があるんだよ、早いよ、安いよっていうようなことが周知していくっていう

ことがこの機器の市役所に置いた目的というふうに思うんですけど、これからどのように、

さらなる交付機の利用促進っていうのを考えていらっしゃるのかっていうのがあればお聞

かせいただきたいんですけど。

○今城分科会長 小乾市民一課長。

○小乾市民一課長 今後も本庁１階の交付機及び説明動画による公民館などにおける広

報なども考えておりまして、積極的にコンビニ交付の利用について周知、啓発を図ってま

いりたいと考えております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ぜひお願いします。この事業そのものがいいというより、そこに対して市

の職員が寄り添って、具体的にそういった声を引き出していらっしゃるっていうことは評

価していいことだと思っております。具体的に３５０円が１５０円安くなって２００円に
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なるっていうことなので、この辺りをもっと積極的にアピールされていくと、コンビニと

かそれぞれの設置場所での利用も増えてくるんじゃないのかなというふうに考えておりま

すので、これはお願いをしておきたいと思います。

それと、１点、コンビニ交付機というのが正解なのか、マルチコピー機というのが正解

なのか、国の様々な情報のサービスを日常生活の中で組み入れていくためのいろいろなシ

ステムの中で、国が先行してコンビニ交付機って言ってるような気もするんですけれども、

この辺りっていうのはどの言葉が適当なんでしょうか。これで、今後、実際、コンビニじ

ゃないところのスーパーとかでも設置してあるわけですね。米子市に置いてある機械もコ

ンビニ交付機というのか。その辺りっていうのはどんなふうに、私自身が分からないんで

すけども、考えていらっしゃるのかなっていうところも含めて、もし答えていただければ。

○今城分科会長 小乾市民一課長。

○小乾市民一課長 分かりやすくコンビニ交付機と市民の方にはお伝えするんですけれ

ども、キオスク端末ですとかマルチコピー機という言い方がございまして、その機械自体

が、コンビニ交付以外にいろいろな機能がございまして、そういうことも含めますとマル

チコピー機というような表現にはなろうかと思うんですけれども、お客様にはコンビニ交

付で御案内するようなときはコンビニ交付機というふうにこちらでもお伝えしているとこ

ろでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 これは意見ですけれども、これからのことを考えたとき、さらに、次にど

こか設置場所を増やすということもあるのかもしれませんけれども、そういったときにコ

ンビニ交付機でいいのかというふうに思っております。ぜひともそこにどのような表示を

して利用促進を図っていくのか、この事業は設置だけではなくて、利用環境整備事業名と

ついておりますので、その目的に沿った表記の仕方ということについては御検討いただき

たいと要望しておきます。以上です。

○今城分科会長 続きまして、マイナンバーカード取得促進事業。

錦織委員。

○錦織委員 それでは、私からは、事業番号５０のマイナンバーカード取得促進事業につ

いて、幾つかお尋ねします。マイナンバーカードを申請すると、電子マネーなどで交換で

きる最大１人２万円分のマイナポイントを付与する政府によって大々的なキャンペーンが

されまして、２０２０年からだったと思うんですけど、第二弾は２０２２年、昨年の１月

から始まりました。それで、令和４年のマイナンバーカード取得促進事業では、事業成果

は、マイナンバーカードの交付枚数率、そして推移が掲載してありますが、決算総額の１

億５,０７７万７,０００円の内訳を教えてください。

○今城分科会長 田村市民二課長。

○田村市民二課長 決算総額の内訳についてでございますが、まず、マイナンバーブース

従事会計年度任用職員等の人件費７,７２２万１,０００円、商業施設等での出張ブース運

営業務などの委託料５,７６３万３,０００円、広告料など役務費１,１４２万１,０００円、

システム等の使用料及び賃借料２３９万５,０００円などが主な内容でございます。本事業

は国費により実施したものでございます。

○今城分科会長 錦織委員。
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○錦織委員 全て国費によってされたということです。昨年、９月補正では、国のマイナ

ポイントが、このキャンペーンが終了した後に実施するっていうことで、ブース開設やラ

ッピングカー、それから、企業、団体への出張申請などの費用として５９０万円とともに、

先着２万人の市民に１人２,０００円のＱＵＯカードを進呈するという計画があって、これ

に４,０００万円、２万人で２,０００円ということで４,０００万円の予算を組みました。

申請者全てが対象者になったのか、また、実績について伺います。

○今城分科会長 田村市民二課長。

○田村市民二課長 ＱＵＯカード配布の対象者や実績についてでございますが、マイナポ

イントの対象となるマイナンバーカードの申請期限が１２月末から２月末に延長されたこ

とに伴いまして、ＱＵＯカード配布対象者を令和５年３月に申請された方のみといたしま

した。配布対象者は全ての申請方式の方としまして、実績は４５３人でございました。そ

のうち、令和４年度にカードを配布した方は３５５人、７１万円でございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 令和４年度になって３５５人で７１万円ということですけど、これは国の補

助金で賄えたものでしょうか。

○今城分科会長 田村市民二課長。

○田村市民二課長 国のマイナンバーカード交付事務費補助金ですとか、コロナウイルス

の臨時交付金等を活用して賄ったものでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 それでは、ＱＵＯカードの効果について伺います。

○今城分科会長 田村市民二課長。

○田村市民二課長 ＱＵＯカードの効果についてでございますが、ＱＵＯカードの配布は

３月の１か月間ではありましたけれども、継続的かつ集中的なマイナンバーカードの普及

促進に効果があったと認識しております。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 ３月で約４５０人ということで、申請もあったということなんですけれども、

政府がマイナンバーカードの申請が伸び悩んで、次々、政府のポイントキャンペーンを延

期させてきたということで、実施できたのが３月だけだったということで、これは昨年９

月の、補正に出された時点で、国のマイナポイントのキャンペーンは恐らく延期になるん

じゃないかということが言われていたのに、そのまま事業に入ってしまったっていうのは、

私はこれは判断を誤ったのではないかなというふうに思いますけれども、その点ではどう

でしょうか。

○今城分科会長 田村市民二課長。

○田村市民二課長 前年度９月補正の時点で、９月の議会中にポイントの対象となるマイ

ナンバーカードの申請期限が１２月末に延長されたということで、補正の時点では、３か

月間の事業期間というところで２万人を見込んだということに結果的にはなったんですけ

れども、実績としましては約１万８,０００人の申請が３か月間ではございました。

また、その後、１２月末に入りまして、国のほうで２月末にまた延長ということになっ

て、結局、１か月間ということになりましたけれども、１か月間だけでも、少しでも多く

の方に申請いただくというところで事業を実施させていただいたところでございます。
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○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 全体としては伸びましたよっていうことなんですけれども、私、これ、政府

の無計画の延期に、結局、担当部局全体が踊らされたっていうか、すごい大変だったと思

うんですよね、どうしましょうかということで。私、３月だけでも実施するっていうこと

にしなきゃいけなかったのかなっていうふうに、やめたほうがよかったのじゃないかなっ

ていうふうなことも思いました。やむを得ないことだとは思いますけれども、大いに反省

して今後に生かしていただきたいというふうに思います。以上です。

○今城分科会長 続きまして、４３ページ、事業番号８５番、医療助成（身体、知的、精

神障がい）について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 報告書を見させていただきますと、精神障がいの２級、３級のところの件

数、金額というところが増加しているようなんですけども、その増加理由についてお伺い

します。

○今城分科会長 吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 精神障がい２級、３級の増加、件数、金額の理由について御説明し

ます。精神障がい２級、３級を対象とした医療助成は、令和３年７月からスタートしたも

のです。この医療費の償還払い、払戻しになりますけども、これは申請から２か月後とな

ります。このため、７月分の支払いは９月となるものです。このことから、令和３年度の

実績は９月から３月の７か月分となり、令和４年度の実績１２か月分と比較すると差が生

じているものです。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 制度が変わったということで増額になったというのは分かりました。その

制度ですけれども、対象となる方にはどのように御案内されたんでしょうか。私、後から

調べ直したんですけども、過去５年間振り返っての請求もできるものだというふうに、さ

っと調べたところで理解したんですけれども、これは、しっかりと対象となられるだろう

方に周知できてたんでしょうか。

○今城分科会長 足立保険年金課年金医療担当課長補佐。

○足立保険年金課年金医療担当課長補佐 周知方法について御説明します。令和３年７月

から事業開始ということですので、まず、請求できる期間なんですけれども、３年７月分

の医療費からが支給対象ということになってまいります。ですので、制度が始まったとこ

ろから５年前に遡るということではなく、まずは３年の７月分の医療費からが請求対象と

いうことでございます。

あと、周知方法についてでございますが、その時点で障害者手帳をお持ちの方で、非課

税の方につきまして、該当になる可能性のある方につきましては、個別に請求できる可能

性があるということで御案内を差し上げております。以上でございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。今後も丁寧に周知をしていただきまして、問合せ等があっ

たときには対応していただきたいというふうに思います。

この報告書の中の今後の課題、方向性についての御質問なんですけれども、重度の障が

いがある方の健康保持に努めるという意味が私にはちょっと分からないんですけど、この
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点、御説明いただけますでしょうか。

○今城分科会長 吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 重度障がい者の健康保持の意味、課題ということでお聞きだと思い

ます。特別医療の助成の目的は、身体障がい者、その他、特に医療費の助成を必要とする

者の医療費について助成することにより、健康の保持及び生活の安定を図るとしています。

この目的に沿い、所得が一定以下の方で、これらの障がいがある方が受診控えにつながら

ないよう、引き続き本医療費の助成を実施していきたいと思っております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。それ、今のお答えは方向性ですよね。だと思います。私、

この課題、方向性っていうときに、重度の障がいがある方の健康保持に努めることに課題

があるのかなっていうふうにも読めなくはないっていうか、私がそう、最初に、うんって

思って。じゃあ、今、さらにこれが課題があって、今後、それを乗り越えていくための表

現にも受け止められるなと思ったところで確認をさせていただいたので、もう少し、何か、

受け取りミスが、私のような人が起こらないような書き方っていうのもあるんじゃないか

なと思いますので、これはお願いをしておきたいと思います。以上です。

○今城分科会長 続きまして、ページ数で１５５ページ、３０８番号の収納率向上特別対

策事業について。

錦織委員。

○錦織委員 令和４年度の決算額は、令和２年、３年に比べて大幅な減少ですけれども、

この原因は何かお尋ねします。

○今城分科会長 吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 大幅な減少の原因ということで、お答えします。令和４年度に機構

改正を行い、税料の収納体制の一元化により、国保料の収納業務が収納推進課に移管した

ところです。具体的には、従来、保険年金課で実施していた業務を収納推進課で行うとい

う収納体系の事業の整理を行ったことにより、事業費が減少したものです。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 それでは、この減少分っていうのは、ほぼ人件費という理解でいいんでしょ

うか。

○今城分科会長 吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 はい。基本的にそういうことになります。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 それで、この徴収一元化はどのような体制で行われているのでしょうか。

○今城分科会長 大野原収納推進課長。

○大野原収納推進課長 体制についてのお尋ねでございますが、先ほど保険年金課長も御

答弁をいたしましたけれども、令和４年度から国民健康保険料等も、本課、収納推進課で

徴収業務を行っており、市税と一体的に滞納整理業務を行う体制を取っております。

具体的に申しますと、税料の滞納者１名に対して職員１名が対応するといった効率的な

組織体制を構築するとともに、地区ごとに担当者を定めまして、その地区の市税と国民健

康保険料等の徴収業務を分けることなく一元的に管理し、対応しているところでございま

す。以上です。
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○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 では、一元化した効果について及び収納率向上対策をどのような方法で行っ

ているのかお尋ねします。

○今城分科会長 大野原収納推進課長。

○大野原収納推進課長 ２点お尋ねがございまして、まず１点目、一元化した効果につい

てでございます。こちらは、納付交渉の重複が解消したこと、税料とも滞納者への調査や

滞納整理業務はほぼ同様な事務手順でありますため、二重の業務を統合することによりま

して徴収事務の効率化が図られたこと、また、税で培った滞納整理の手法や専門性を共有

することによりまして、職員のスキルアップを図ることができたと考えております。

次に、２点目の収納率向上の対策についてでございます。今後とも、さらなる業務の効

率化、人材育成を図るとともに、引き続き口座振替の推進やコンビニ納付、クレジット納

付など、納付手段の利便性の向上や、早い段階からの文書による納付勧奨を行ってまいり

ます。また、必要に応じまして財産調査等を行い、滞納者の実情を踏まえた上で適切な滞

納整理を行うことによりまして徴収率の向上を図り、公平性の確保に努めてまいります。

以上でございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 一元化したということによって、一人一人の職員の仕事の中身がきつくなっ

てるんじゃないかなっていうふうなことも心配ですし、それから、徴収率を上げるってい

うことで成果主義に陥らないようにしていただきたいというふうに、これは思います。

それから、滋賀県の野洲市は、滞納は市民からのＳＯＳだっていうことで、滞納市民の

生活支援のきっかけにする、例えば、差押えとか一次的な徴収を強化して徴収するよりも、

生活再建を経て納税していただくほうが納税額が大きいっていう、生活再建優先の考え方

をして対応しておられます。今、口座振替など推進を図りながら、ぜひそうした、その点

でも滞納してる人が早く見つけるっていうことも大事ですし、それから、そういった払え

ないっていう人たち、困った人、けしからん、ではないというような対応をぜひともお願

いしたいというふうに要望しておきます。以上です。

○今城分科会長 続きまして、同じページ、３０９番の医療費適正化特別対策事業につい

て。

安達委員。

○安達委員 同じページの事業についてお聞きしたいと思いますが、事業名称に、ちょっ

と、自分、何ていうんですか、負けてしまったっていうか、この事業名称が適正化とか、

特別とか対策とかっていう名称が振ってあると、ついついこういった名称っていうのは、

それぞれ担当課がつくられたり、国・県からの名称、設置とかがあるかも分かりませんが、

非常に、行政としてはこういう言葉が出てしまう、出しやすいのかなと思ってのことで目

が留まったんで、一つ質問させてください。

説明書にあるように、令和４年度から鳥取県国保団体連合会に委託して事業を遂行した

というふうに説明があるんですが、非常に簡潔に書いてあって、その内容を若干説明をい

ただきながら振り返りをしたいと思うんですが、この医療費の適正化としてどのような効

果を受け止められたかをまずお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。

○今城分科会長 吉持保険年金課長。
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○吉持保険年金課長 鳥取県国民健康保険連合会、国保連といいますけども、委託したこ

との事業費の適正化についてのお尋ねだと思います。当該事業では、医療費の適正化とし

て、国保連にレセプト点検業務、それから、医療費通知作成業務を委託しているところで

すけども、まず、レセプト点検については、令和３年度まで本市のレセプト点検員３名で

行っていたところです。このレセプト点検を令和４年度から専門性の高い国保連に委託す

ることにより、事務の効率化を図らせてもらいました。点検結果として、医療機関から不

適切な診療報酬として請求された額を比較したところ、診療報酬として医療機関に支払う

額が減少し、医療費の適正化につながったものと考えております。

次に、医療費通知についてですけども、鳥取県内統一様式で、以前から国保連に委託し

ているものでございます。医療費通知を被保険者に送付することでの財政効果を数値で表

現することは困難だと思っております。医療費通知により、被保険者自らの医療機関等の

受診状況、その医療費の請求内容を確認していただくことで適正受診への動機づけにつな

がり、医療費の適正化に一定の効果があると認識しているところでございます。以上です。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 大きく適正化の効果っていうところでは、レセプト点検と医療費の通知とい

うところを今日までいろいろ意見を聞いておったんですけれども、ほかにも若干あるかな

と思うんですけれども、自分も仕事として関わったことが若干あって、思い出しながら、

レセプト点検とかは非常に細かい作業をしたなと思ってます。特に病類別の仕分とか、そ

れから、第三者行為ですか、これは保険を使っちゃいけませんよっていうのがきちんと保

険証に書いてあるわけですけれども、交通事故とか第三者行為。特に自分が関わったのは、

けんかをしたじゃないかと思うような、医療費を、お医者さんにかかって、レセプト請求

があったかなというようなものを見るわけですね。普通、医院だったら２か月後にレセプ

トが来たり、当時医大は３か月かかったのかな、今はどうか分かりませんが、ちょっと古

い話なんですけれども、過去の話を追っかけるわけですけれども。医療費が適正に使用、

いわゆる保険にかかって、医療機関にかかってその請求が来たかなというところをずっと

追っかけにゃいけんわけですけれども、専門性のある連合会に委託したということですけ

れども、専門性っていうのは、その連合会がどのような職員配置をしておられるのかをも

う少し教えていただければと思うんですが。分かる範囲でいいんで教えてください。

○今城分科会長 吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 申し訳ございません。国保連のほうの今のレセプト点検をしている

人数だとかっていうことは把握しておりません。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 課長の答弁を聞きながら、その専門性っていうのを言われたところがあった

んで、そこがどういうことかなと思ったところです。また後でいいですけれども、こうい

ったところが、４年度が初めての実施ですので、また教えていただければと思うんですが。

それと、前から自分も気になってるんですが、もう一つ。保険を運営するに当たっては、

被保険者が、高齢化が進むと年々減っていくというところで、国保全体を運営するに当た

って、非常にここが特徴っていうことではないですが、被保険者が減ることがどのような

国保運営に影響を与えるか、そのことが適正化にも関わるのかっていうようなところを担

当者としてどのように把握しておられるのかをお聞きしたいと思います。
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○今城分科会長 吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 今、被保険者数の減少が国民健康保険の運営に影響することについ

てのお尋ねだと思います。確かに国民健康保険の被保険者数が減少していくことでの運営

っていうのは厳しくなるものだとは考えておりますけども、平成３０年度より鳥取県さん

も保険者としてなられて、財政運営の責任主体として取り組んでおります。こういったこ

とも含めて持続可能な保険者としての運営に向けて、今、事業を進めているところでござ

います。以上です。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 自分も被保険者ですので、これは要望ですけれども、適正な運営をやってい

ただければなと思います。保険料も納めて、８期ですかいね、納めていかないけんわけで

すけれども、そういった運営に関わって保険料が課税されてるわけですけれども、レセプ

ト点検とか医療費通知をすることによって医療費の適正化をさらに進めていただければと

いうことで要望したいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。

○今城分科会長 続きまして、次の１５６ページ、事業番号３１１番、疾病予防事業につ

いて。

安達委員。

○安達委員 続いて、発言通告の順に行きますけれども、疾病予防ですけれども、この黄

色い、いわゆる説明書を見ますと、令和４年度は額が出ておりまして、決算のほうですけ

れども、９８３万円の不用額が発生しましたというところがちょっと気になっておりまし

て、この不用額がどのような形で表れたか。そして、令和５年度のところには項目が上げ

てあるわけですけれども、予算措置が増額してる。そこの関係性がどのようなことになっ

ているのかなということで質問に上げましたので、よろしくお願いします。

○今城分科会長 吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 ２点お尋ねでして、まず、不用額についてでございます。令和４年

度については、コロナウイルス感染症の影響から、当初予算で見込んでいた受診者数より

数が減となったために不用額が出ているものと認識しております。

予算の増額についてですけども、令和５年度の予算は、コロナウイルス感染症の影響を

受けずに人間ドックを受診していただいた令和元年度の受診者数をベースとして予算を計

上しておりますので、令和４年度の決算と比較して増額となったものでございます。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 いろいろな要素、要因があってこのような大きな、自分は大きな額かなと思

って不用額を見てしまったんですけれども、それぞれ要素があったかなと思って、この発

言の項目に上げました。

それで、今年度、もう既に半年近く過ごしているわけですけれども、５年度の予算措置

が、決算の不用額を見ればもう少し下げられて予算要求をして措置があったのかなと思っ

たので、そのところを項目として上げました。４年度もまだコロナ禍の最中でしたので、

見込みが当初見込みより減ったというところは、確かに原因の一つになってるかなと思う

んですが、そのことを担当としてどのように、もう少し砕いていけば考えられたかが分か

れば教えていただきたいと思うんですが。要素的にはどうでしょうか。それぞれ予算要求、

これこれをこうしてきました。ただ、そこまで行きませんで、不用額がこのように出まし
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たということになると思うんですが、要素要因が分かれば、もう少し具体的にあれば教え

てもらいたいと思うんですが。

○今城分科会長 吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 すみません、お聞きになってる金額となった要素が具体的に分かる

かという御質問だと思いますけども、申し訳ございません、やはり、私たちが認識してる

のは、コロナウイルスの関係で病院の受診控えとかというような形で、医療機関に行くこ

とを控えておられるということもあったというふうに考えておりまして、それ以外で、具

体的に分析っていうことはしておりませんので、繰り返しになりますけども、コロナウイ

ルスの関係の影響だったかなというふうに認識しております。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 額がどうしても目に留まったっていうことを繰り返しますけれども、不用額

の大きさを感じ取ったものですから、そこのところには注目をしてしまいました。

それで、疾病予防事業、いわゆる人間ドックの重症化を予防効果としていろいろ分析は

しておられると思うんですが、そういった数値化とか、あるいは傾向、分析がどのように

やっておられてこのような評価をされたかをさらにお聞きしたいと思いますので、よろし

くお願いします。

○今城分科会長 吉持保険年金課長。

○吉持保険年金課長 人間ドックにおいて、重症化予防効果の数値化、あるいは傾向分析

による評価というものについてのお尋ねだと思います。人間ドックのみでの重症化予防効

果の数値化、評価をすることは困難であるというふうに考えておりますが、国保データベ

ースシステムの分析により、健診受診者と未受診者の生活習慣病１人当たりの医療費につ

いて、受診者のほうが医療費が低い傾向であるということは把握しているところです。人

間ドックは潜在疾病の早期発見及び疾病の予防を図ることを目的としておりまして、早期

に医療に結びつくことで、医療費の抑制、適正化につながるものと認識しているところで

ございます。以上です。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 必ず保険を、病気したときには保険証を提示しながら医療機関にかかるわけ

ですけれども、自分も保険課勤務もあったり、それから、職員課にいたときには、共済保

険、共済保険証を提示して、職員としてできるだけ病気を早く見つけてくださいよと、そ

ういう自分の任務として、仕事として、できるだけ健康でいてくださいと。それで市民サ

ービスを提供してください。そういうところで、やっぱり健康でいれば、かかったときの

医療費というのも少額で済むんじゃないかっていうのを常に、そのところで身にしみて覚

えさせられましたので、ぜひ適正化も含めて進めていく上で、早期発見、早期治療という

ことが取りも直さずやっていただければなと思っておりますので、ここは要望に代えてお

きますので、よろしくお願いします。

○今城分科会長 続きまして、事務報告、１２９ページ、１３０ページ、市税などの収入

と滞納処分の状況について。

安達委員、すみません。もうやり取りは終わっていると思いますので、質問は簡潔にお

願いします。

安達委員。
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○安達委員 質問は簡潔にと委員長から指摘受けましたですけれども、やっぱり自分の思

いがどこまで答えに出てくるかが知りたいところですので、すみません、繰り返しになっ

たり、あるいは、若干それから派生した言葉が出てくるかもしれませんが、よろしくお願

いします。

それで、ここは収納推進ということで、新たに令和４年度ですか、税と料の一体化で生

まれた課になったわけですが、収入を向上させるために不納欠損とか至るケースについて、

どのように対応されてきたかをお聞きしたいと思います。

○今城分科会長 大野原収納推進課長。

○大野原収納推進課長 不納欠損に係る対応についてのお尋ねでございます。市税の不納

欠損につきましては、地方税法第１５条の７に基づきまして、債務者が納付する資力がな

い、あるいは、滞納処分により生活困窮のおそれがあること、さらには所在不明による滞

納処分の執行停止の手続を経た場合など、法令に基づき一定の手続を経たもの及び時効に

よる債権の消滅に限り行うものでございます。その際には、滞納者の実情を聴取したり相

談に応じること、または預貯金及び生命保険などの財産調査によりまして、滞納者の実態

把握に十分な調査を行った上で、支払い能力がないなど真にやむを得ないと判断したもの

についてのみ不納欠損処理を行っているところでございます。以上です。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 ここも４年度からの、いわゆる機構改正による体制が進められて、新たな職

務課として発足したと思ってますが、不納欠損に至るケースについてそのような回答をい

ただいたんですが、前年度に比して、令和４年度は約１,０００万円増加している、その原

因っていうですか、要因はどのように分析されたのか、その内容を具体的に教えていただ

ければと思うんですが。よろしくお願いします。

○今城分科会長 大野原収納推進課長。

○大野原収納推進課長 不納欠損額の前年度比で増加しておる原因、要因についてという

お尋ねでございます。固定資産税に係る大口案件がございまして、これが大きな要因とな

っております。これは、以前、実質的に活動停止状態となった法人の固定資産税を執行停

止にしておりまして、地方税法第１５条の７第４項に基づきまして、３年間経過した令和

４年度に不納欠損にしたことによるものでございます。以上です。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 いわゆる黄色い本のほうからの報告じゃなくて、課の推進体制の中を見させ

てもらって、前年度比較、前々年度からの比較して、とりわけここが比較対照した数字が

大きかったものですから、どのようなことかなと思いました。今言われるように、固定資

産税の大口案件がいうことですけれども、今後のことはあんまりこの会では審査っていう

ところはないかもしれませんが、若干、今後の見通しだけは教えてください。

○今城分科会長 大野原収納推進課長。

○大野原収納推進課長 今後の見通しでございますが、このような案件につきましては非

常に特殊な案件でございますので、行政としましても不納欠損にせざるを得ないような状

況下でございますが、先ほど御答弁申し上げましたように、法令に基づいた適正な処理を

する中で、致し方なく不納欠損になるケースもございますので、ただ、私どもとしまして

は極力不納欠損にならないような様々な対応をしてまいりたいと思ってますので、よろし
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くお願いいたします。以上でございます。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 できるだけね、これは誰も思うわけですけども、私も納税課っていう課の中

にいたのですが、不納欠損に起こすなよ、上司からかなりきつく言われまして、文書の発

送とか訪問もしてきました。今はとりわけ書面で発送で、家庭訪問とかは少ないかもしれ

ませんが、不納欠損を起こさないように、税の公平性っていう意味でも頑張っていただけ

ればと思いますので、要望に代えておきます。以上です。

○今城分科会長 続きまして、決算に係る主要な施策の説明書、１９ページ、事業番号３

７番、公害対策事業について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 まず、この公害等相談対応の件数ですけれども、対応された件数なのか、

相談が環境政策課にあった件数なのかっていうあたり、確認させていただけますでしょう

か。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 苦情処理の件数についてのお問合せでございま

す。令和４年度に環境政策課に寄せられた相談件数が２４５件ございました。そのうちの

公害関係の相談件数が１３８件となっております。この件数を記載しているものでござい

ます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 その１３８件の相談を受けられた公害関係のうちの対応の結果、そのこと

についてどう評価されているのか教えてください。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 この件数に対する結果、評価についてでございま

す。令和４年度、環境政策課において解決した案件は１３８件中３７件でございます。そ

の他の案件については、所管課に対応を依頼した案件や、相談がいまだ継続している案件

もございまして、引き続き対応を行っているところでございます。

当課におきましては、騒音規制法、悪臭防止法等、関係法令に基づいて対応していると

ころでございます。なお、市民の皆様から苦情、相談を受け、原因者に対して配慮のお願

いなどの対応を行う場合もあり、引き続き市民の生活環境の保全に向けた対応を実施して

まいりたいと考えております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 今伺いました１３８件のうち、解決したと当局におかれて判断されている

のが３７件ということで、１００件のところはほかの担当課に回されたりとか、継続して

それに当たっておられるっていうことだと思うんです。私、この１３８件であるとか、１

００件、その他、ずっと続いてることもあると思いますので、市民の方からの御意見に寄

り添いながら対応されているっていう課の皆様にはまず感謝をしたいと思います。お願い

ベースではならないこともたくさんあると思うんですけれども、私は一つ、ここでお願い

をしておきたい思っていることが、解決に向けて、今の基準とか制度の中ではお願いベー

スでしかできませんっていうようなことってたくさんあると思うんですけど、そこを一歩、

米子市が立ち上がって新しい方法を考える、取組を始めることで、少しでも前に進めるこ
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ともあるんじゃないかなというふうに思っておりますので、そういったことには前向きに

取り組んでいただければなというふうに思いますので、お願いしておきます。以上です。

○今城分科会長 続きまして、２０ページ、事業番号３９番、ヌカカ対策事業について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 まず、ドローンの活用の有効性っていうことについて確認をさせてくださ

い。逆にドローンで石灰をまくことによっての課題というのもあれば、併せてお伺いしま

す。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 ドローンの有効性と課題についての御質問でご

ざいます。ドローンを活用することで、人が入りづらい土地であっても石灰散布が実施で

きることが一つ有効でございます。また、広範囲を短時間で実施できることから作業負担

の大幅な軽減にもなっております。本年度、ドローンを活用された自治会からも、労力が

軽減されたと御好評でございました。

課題につきましては、現在のところ特にございませんが、ドローンの作業委託費と物価

の高騰により、今後も現行の補助金内で実施できるのかというところを心配をしていると

ころでございます。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 それでは、まず、一つ目の深掘りですけれど、石灰の配布の前の作業なん

ですけども、どのようにされていますでしょうか。私に、相談をされた方が今年初めてド

ローンで対応してもらわれたんですけれども、そこは除草作業をしないでドローンで石灰

まいたんですね。その辺りの、石灰前の耕うん、除草についての効果の違いとか分析され

ているようでしたら教えてください。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 石灰散布の前の耕うん、除草の効果についてのお

尋ねと思います。これまでの検証結果から、除草、耕うんもなく、石灰散布のみ行った場

合におきまして、ヌカカの幼虫数が約半数に減少することが分かっております。

また、石灰散布に併せて除草や耕うんを実施した場合は７０％から８０％減少するとい

うようなことが分かっております。また、継続的にこういった作業を実施することでより

効果が高まるということも分かってございます。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 あわせて、梅雨の前に石灰まいていらっしゃると思うんですけども、成虫

が卵を産む時期というのはまた別にあって、私は２回その作業を行うピークがあるんじゃ

ないかなと思っているんですけれども、卵を成虫が産みにくくするための取組について、

どういったものがあるのか教えていただけますでしょうか。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 成虫が寄ってこない環境というのは、卵の産みつ

けを抑制をすることでございますが、除草や耕うんを行うことでその抑制効果が生まれま

す。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 卵を産む時期っていうのは、梅雨前ではないんじゃないかと思ってますけ



－15－

ど、その点どうでしょうか。

○今城分科会長 宮脇環境政策課環境保全担当課長補佐。

○宮脇環境政策課環境保全担当課長補佐 ヌカカが卵を産む時期ですけども、主に２回ぐ

らい多く発生する山があるんですけども、１回目が５月下旬、２回目が６月の中旬となっ

ておりまして、１回目の山を小さくするための発生抑制対策ということで、４月、５月に

発生抑制対策をしておりまして、６月の発生抑制対策についてですけども、６月になりま

すともうヌカカは発生しておりますので、作業をされる方の健康被害が心配されますので、

６月の発生対策っていうのは今のところは実施してないところです。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。よく、いろいろとヌカカの生態とか分析されていらっしゃ

るなと思います。そこまで分かっていて、しかも耕うんをしてからの石灰配布と、耕うん

をしないでの石灰配布の効果の違いも分かっていらっしゃるっていうことですので、より

丁寧に、石灰配布前に除草、耕うんができるということに対しての働きかけ、周知ってい

うのを積極的にしていただくようにお願いをしておきたいと思います。

次、続きです。

○今城分科会長 いいです。

○矢田貝委員 この対応面積のことについてなんですけれども、昨年度、私、都市経済委

員会の中で、農林課のほうを通してだったかと思うんですが、全市的な荒廃農地に対して

ヌカカ対策をどういうふうに年次的にしていって、広く弓浜半島のヌカカ対策に当たって

いくのかっていうのを計画的に取り組んでほしいっていうような意見を出したんですけれ

ども、実際、このヌカカ対策の対象としている面積、それから、今まで実施できた面積っ

ていうのはどのぐらいの割合になっているんでしょうか。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 ヌカカ対策対象面積と事業実施した面積につい

てでございます。まず、弓浜地区等の荒廃農地の面積は、約２１５ヘクタールでございま

す。そのうち、市及び自治会により選定をした、実施対象とした面積が約２２ヘクタール

でございます。このうち、実際に事業実施をした面積が約１６ヘクタールとなっておりま

す。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ４年度の実施面積という理解でよろしいですか。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 はい。令和４年度が約１６ヘクタールでございま

す。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 過去にされた面積、延べであるとか、そういった分析っていうのももちろ

ん取っていらっしゃると思うんですけれども、計画的にされてるんでしょうか。承諾が得

られたっていうところで、結果、そこがずっと継続になってるんです、新たなところが広

がっているんですみたいなことって分かりますか。

○今城分科会長 宮脇環境政策課環境保全担当課長補佐。

○宮脇環境政策課環境保全担当課長補佐 選定された土地につきまして、土地の所有者の
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方に対しまして承諾を取るようにしております。その承諾期間っていうのを、例えば初年

度ですと５年間まとめて取るような形になってまして、例えば昨年からですと、令和４年、

５年、６年、７年、８年の承諾をくださいという形でいただいております。翌年になりま

すと、今度は５年間プラス新しく荒廃農地として、荒廃農地といいますか、新しく対象と

なった土地に改めて承諾を取り直して、基本的には面積は増えていくような形になります。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。最初におっしゃった、今後の物価高騰も含めてドローンの

活用がいかに期待されているのかというのが分かりますし、課題があるんだなっていうこ

ともよく分かりました。

もう一つですけれども、ヌカカ対策っていう事業名なんですけれども、発生抑制だけで

はなく、ヌカカによる被害っていうところに対しての取組もあってもいいんじゃないかな

というふうに思うんですけれども、かまれた方の治療、医療の受診っていうか、その辺り

についてはどのような取組をされていますでしょうか。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 ヌカカの治療の研究についてのお話かと思いま

す。本市のヌカカ対策事業につきましては、被害予防方法の周知啓発と発生抑制対策を二

本の柱としているところでございます。治療方法の対策については、医療機関のほうが実

施されているところでございます。事業実施後のアンケート調査におきまして、市民の方

から、市販の塗り薬よりも医療機関で処方される塗り薬のほうがよく効くという御意見も

伺っております。ヌカカによる健康被害は、軽い症状の方もおられれば、重症化する方も

おられますので、重症化される方に早い段階で医療機関にかかることを推奨しているとこ

ろでございます。こういった内容について周知することとしております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。が、しかし、私が頼りにする皮膚科の先生のところに行っ

ても効かなかったわという声も同時に聞くんですね。しっかりとその辺りの事業の範囲の

柱に加えていただくというのはできないものでしょうか。研究のですね。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 なかなか治療の研究というところまで踏み出す

ことは、今のところ難しいかなというふうに考えております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ヌカカ対策、年数重ねてきていただいております。全体的に費用の心配を

されてるということも分かりました。が、しかし、範囲がどんどんと広がっていくことが

できる取組もされているということも分かりました。その面積、抑制対策だけではなくて、

その治療も含めて、もう一度ヌカカ対策事業についての取り組み方についていま一度立ち

止まって考えていくときが来ているのかなというふうな気持ちがしましたので、これは意

見として、今後も積極的にヌカカ対策を進めていきたいということも含めて申し上げたい

と思います。以上です。

○今城分科会長 意見ですね。

○矢田貝委員 はい。

○今城分科会長 続きまして、２ページ目になります。２１ページ、事業場号４２番、脱
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炭素先行地域づくり事業について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 まず、データプラットフォームの構築について、今どのような段階にある

のかということと、この住民への可視化についての現状、方向性をお伺いしたいと思いま

す。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 データプラットフォーム事業の事業実施の現状

と市民の可視化に向けた見通しの状況についてでございます。データプラットフォームで

すけれども、施設ごとの電気の使用量やＣＯ２排出量の情報を確認することができるシス

テムでございます。こちらのデータプラットフォーム、令和４年度から６年度までの３か

年でシステムを構築し、令和７年度からの運用を予定しているところでございます。市民

の皆様に使っていただくことにつきましては、インターネット上で閲覧ができるようにす

るほか、施設に設置されているデジタルサイネージ、電子掲示板等で確認ができるように

する予定でございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 そういう方向に実現してくるのは６年度までの３か年の間の、６年度にそ

れが構築されて７年度からは私たちも可視化したシステムに触れることができるという理

解でいいですか。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 そのとおりでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 そうしましたら、データプラットフォームの対象施設、またそのエリアに

ついて伺います。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 データプラットフォームの対象施設とエリアに

ついてでございます。脱炭素先行地域であります米子市、境港市の市有施設のうち、ロー

カルエナジー株式会社と契約している約３００施設を対象としてございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 それは、エリアは関係なく、契約してる施設が単独で見える化してくると

いうイメージでよろしいんでしょうか。

○今城分科会長 木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 そのとおりでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 期待をしております。私たちもその意識を持ってこの取組を市民が触れる

ことができるようなものを頑張っていただきたいと思います。以上です。

○今城分科会長 続きまして、７０ページ、事業番号１３９番、ごみ袋等製造・販売事業

について。

錦織委員。

○錦織委員 他県のほうから来た方が、同じリットル数なのに明らかに米子のごみ袋は前

と同じように入らないというふうに苦情を寄せられたんですけれども、発注の際、規格で
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これこれの規格っていうことで発注しておられると思うんですけど、現物が出たときのチ

ェックというのはどのようになってるのかということについてお尋ねします。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 ごみ袋の容量についてのお尋ねでございます。ごみ袋のサイズ

につきましては、ごみを入れたときに指定のリットル数が入るよう、ＪＩＳ規格に基づき

規定したサイズとしております。事業者がごみ袋を納品する際には市職員が検品を行い、

規定どおりのサイズであるところということを確認しているところでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 その確認は毎度毎度確認されてるんですかね。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 毎回行っておりまして、実際には箱から任意で袋を抜き出しま

して、型紙を用意しております。文字とかサイズを印刷したものに照らし合わせて適正で

あるということを確認しております。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 ですから、ちょっと考えたら、ナイロンの厚みだとか伸びが悪いとか、そう

いうことで思われたのかなっていうふうな、そういうふうにちゃんと検品がしてあるとい

うことでしたら安心しました。

それで、２番目には、令和４年度には前年に比べて１,０００万円強の額が増えてるんで

すけれども、この理由についてお尋ねします。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 令和４年度の決算額が令和３年度に比べて１,０００万円超増

えているという原因についてでございます。ごみ袋の製造に係る費用の増加によるもので

ございまして、ごみ袋収集シールの製造につきましては入札で事業者を決定しております。

これは、主にごみ袋の原料となります原油価格が高騰したことにより製造単価が上昇した

ため、経費増となったものでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 だから、令和５年度の予算もちょっと高くなってると思うんですけど、その

原材料高騰している一方では、米子のごみ袋は県内外で一番高いというのが米子市民の不

満なんですけれども、今後、価格についての何か検討される時期というものはあるんでし

ょうか。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 ごみ袋の価格についてでございますが、価格につきましては米

子市廃棄物減量等推進審議会の諮問、答申及び本市議会での議決を経て決定をされたもの

でございます。経費につきましてはやはり増減がございますので、そういった検証は行っ

ていくものだろうと思っております。現時点で直ちにごみ袋の価格を見直すということは

考えてはおりませんけれども、引き続きごみの排出量、また経費の推移等を勘案しながら

現行の価格の妥当性について検証し、必要があれば価格の変更につきまして米子市廃棄物

減量等推進審議会の諮問、答申を経た後に、本市議会にお諮りしたいというふうに考えて

おります。

○今城分科会長 錦織委員。
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○錦織委員 分かりました。１０円、２０円単位で高いので、やっぱりそういう市民の不

満というのは聞いとられると思いますんで、ぜひ今後検討にしていただきたいと思います。

以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 今の錦織委員の質問に関連しますけれども、ごみ袋の価格については本会

議でも質問された方もいらっしゃいますし、市民の感覚としてはそういった意見もあるん

だろうと思うんですが、私、この事業全体の収支というのをもっともっと市民にアピール

しないと、私たちが感覚としてごみ袋代を通して処理代を払っているというような、そん

なイメージになるんですけど、この大本として、ごみが減量化されていくということで米

子のごみの処理に関する収支のバランスが取られていって、審議会においてもごみ袋の定

価の議論に向かっていくことができるという順番じゃないかと思うんですけど、そこのア

ピールがないと、市民としてのこんな声があるよということだけでいっちゃうと思うんで

すね。年に、今まではもっと、何ていうんでしょうか、違った形式だったと思うんです。

広報の中の一文だけだと思うんです。米子市のごみ処理の収支に対する広報の仕方という

のはどのように取り組んでらっしゃいますか。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 ごみの収支に関する広報についてでございますが、今、年に一

度よなごみ通信というごみに関するあらゆることを載せた広報紙のほうを発行していると

ころでございます。そういったところでは、その年度の収支などについては今載せている

ところでございます。今のところは基本的にそれぐらいのところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ごみ袋の製造手数料、収集用のシールの製造手数料が１,０００万円の増

額に増えたという理解でよろしいんだろうと思うんですけれども、そのことをどのように

市民にお伝えになっていかれるのかということはどうなんでしょう。よなごみ通信である

とか私の持ってるこの米子市のごみ処理の収支というところの中では、その辺りって出な

いと思うんですね。収入と支出のバランスっていうのが、表の中にはあっても市民がどう

取り組むことでその支出額が減らすことができるっていう、そこのもう少し見える対策っ

ていうのが、よなごみ通信以外に取り組んでらっしゃいませんか。

○今城分科会長 高浦クリーン推進課長。

○高浦クリーン推進課長 ごみに関すること、特に今のお尋ねでは経費の削減につながる

ようなことということだったと思います。本市は今ユーチューブの作成などにちょっと力

を入れてきておりまして、そういったところでごみの減量化の方法であるとかどういった

処理をしているかというところを広報しておりますので、今後そういったところでもっと

詳しくそういった経費にも触れられるようなことができればいいかなというふうに考えて

おります。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 先ほど来言われたごみ袋の価格のこともそうなんですけれども、ごみの減

量化ということがまずあってのそこの議論に行くんだろうというところも含めた広報の仕

方というのを求めておきたいと思います。以上です。

○今城分科会長 では、以上で市民生活部所管の審査を終了いたします。
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予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午前１１時１１分 休憩

午前１１時１４分 再開

○今城分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

次に、議案第８１号、令和４年度米子市一般会計等の決算認定についてのうち、福祉保

健部所管部分を議題といたします。発言通告一覧表の２ページを御覧ください。

決算に係る主な施策の説明書、３０ページ、事業番号５９番、生活困窮者自立支援事業

について。

錦織委員。

○錦織委員 この自立支援ということで、支援を行ったことで困窮状態の自立ということ

のその定義っていうのはどういったことでしょうか。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 自立の定義についてでございますが、就労の状況、心身の状況、地

域社会との関係性、その他の事情により、現に経済的困窮し最低限度の生活を維持するこ

とができなくなるおそれのある者が、支援によりその状況を脱することと認識しておりま

す。以上でございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 生活を維持できなくなったじゃなくって、この事業っていうのはおそれのあ

る者を支援するということでそこから脱却させるということがみそだと思うんですけど、

それじゃあ、自立に至ったと判断した件数ですね。それと、住宅確保給付金事業の件数、

内訳についてお尋ねします。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 事業として自立と判断した件数及び住居確保給付金事業の件数、内

訳についてでございますが、生活困窮者自立支援事業は相談者と一緒に自立プラン作成を

行い、それが解決できたところを制度上自立に至ったと判断しております。令和４年度中

に自立プランの終結に至ったケースは１４３件でございました。

次に、住居確保給付金についてですが、令和４年度は５６世帯に対して支給決定を行い、

その内訳として住居喪失者への給付は２件、住居を失うおそれのある世帯への給付は５４

件でございました。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 自立プランの終結に至ったケースが１４３件あるということで、結構大きい

数字じゃないかなというふうに思いました。それで、この住宅確保給付金額が令和４年度

はちょっと減少してるんですけど、この理由についてお尋ねします。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 住宅確保給付金の給付額が減少している理由についてでございま

すが、新型コロナウイルスが流行し始めた令和２年度と比べ、令和４年度はコロナ感染状

況の関係もありまして、社会情勢が変わり、有効求人倍率や失業率が改善し就労できる機

会が増えたことによるものと考えております。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。それで、すみません、この確保給付金というのはどういった、
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どのくらいの制度の中身、給付金の中身というか、何か月どういうふうにするのかという、

支払う金額とかは満額なのかとか、ちょっとそこのところを教えていただけますか。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 住宅確保給付金の内容についてでございますが、支給決定すると３

か月間家賃に対して補助するという制度でございまして、支給額は申請者の世帯人員数、

世帯収入や実家賃額等により計算し、支払い方法としましては大家や不動産媒介業者への

口座に振り込むというような形で、一定の状況を満たせば、延長、再延長と３か月ずつ給

付期間を最大９か月まで延ばすことができる状況でございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 ありがとうございます。とてもこの住宅はやっぱり人権ということで、住宅

がとにかくないと次のところにも向かえないということがあるので、すごい大事な給付金

だと思いますので、相談などしっかりしていただいて、引き続きよろしくお願いします。

以上です。

○今城分科会長 続きまして、３１ページ、６２番、地域力強化推進事業について。

安達委員。

○安達委員 事業成果とか事業内容の分析とかについて、その内容を教えてもらいたいで

すが、まず、この令和４年度に予算措置されて、この事業を１年間成果として上げられて

おるんですが、まず予算の全額を社協に委託した、社協は受託した事業所だと思うんです

が、この事業の実施内容をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 事業の実施内容についてでございますが、本事業は地域住民が主体

的に地域課題を把握し、解決に向けて活動することができる体制づくりを行うこと、また、

地域における多世代の交流や多様な活躍の場を確保する地域づくりに向けた支援を行うこ

とを目的としている事業でございます。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 委託料全額を社協にと思うんですが、そこのところもまた確認したいですし、

それから、成果についてお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 まず、委託料についてでございますが、委託料につきましては米子

市社会福祉協議会に全額委託しております。

成果についてでございますが、地域福祉活動支援員が地域に出向き個別の相談支援を行

ったり、地域主体で行われる交流や課題解決に向けた取組についてきめ細やかに支援が行

われたことであります。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 続いてお聞きしたいことが何点かあるわけですけれども、事業概要のほうで、

概要書のほうで、今後の課題と方向性のところの項目に注目したんですが、課題として地

域における共助の仕組みづくりとありますが、このことはどのようなことの中身を含んで

事業を方向性として捉まえてるか、具体的に教えていただきたいと思いますが、どうでし

ょう。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。
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○中本福祉政策課長 共助の仕組みづくりについてでございますが、住民が身近な地域の

中で役割を持ち、地域全体の支え合いの中で自分らしく活躍できる地域共生社会の実現を

推し進めていくことが重要でありますが、その実現に向けて地域活動をする人材が限られ

ており、担い手の育成、発掘を行うことであり、各地域共通の課題であると考えておりま

す。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 地域の活動ということで今課長から答弁もらったんですが、その地域全体で

すよね。淀江から大篠津まで、北のほうまで行ったときに、その地域の分析として地域特

性があるかないか、そういったことは地域の特徴として現れてるのか、その辺はどうなん

でしょうか。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 地域特性についてのお尋ねでございますが、各地域の特色というの

が地域福祉活動プランでも資料編でお出ししてるところでございますが、当然中心部とか

山間部というか、淀江地域だとか大篠津地域だとか、地域によっての特性というか課題、

それぞれ違うと思います。交通の課題だとかそういったもの等、地域によって課題という

のはそれぞれ特性があるというふうに考えております。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 非常に多岐にわたるっていうですか、いろいろ聞いてる中で自分もこないだ

研修を受けたんでえしこに非常に事業内容が広がる、一言では言えないなと思います。そ

れぞれの相談内容をいろいろ聞いてますと、こういった特色があるように見えるけど見え

ない、いや、もう全体的ですっていう課題もあるように思うんですが、そういったことを

聞くことに及んで、大変なこの事業全体だし、それから支援員さんの力というですか、相

談を受けてその解決に向かっていくのは大変かなと思うところを非常に感じました。そし

て、その地域福祉の活動支援員の活動内容ですけれども、そのことと、現在４人でやって

おられたと思うんですけどね、４年度はですね。このことについてどのように考えておら

れるか、充足面も含めてお聞きしたいところですけど、よろしくお願いします。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 お尋ね、２点あると思いますが、まず１点目でございますが、地域

福祉活動支援員の活動内容についてでございます。活動内容につきましては、まず住民主

体の活動支援推進、次に、地域生活課題に関する包括的相談支援、地域生活課題を抱える

方の支援、この３つがございますが、地域主体の活動支援推進について具体的に支え愛マ

ップの作成等を通して要支援者に対する日常的な見守り活動の働きかけ、地域福祉活動へ

の理解を深めるための研修会の実施、ふれあいいきいきサロンへの支援を通して高齢者の

社会参加の推進、次に、地域生活課題に関する包括的相談支援につきまして、民生委員等

の地域活動者や事業者等々の連携により地域住民、福祉活動などの相談を受け止めて適切

な支援につなげていること、地域生活課題を抱える方の支援についてですが、複雑化、複

合化した課題を抱える方の支援と早期発見するための体制整備や他機関との支援会議への

参加、地域住民への多様な主体が地域の課題について協議する際の支援、地域住民が相互

に交流を図ることができる環境づくりの支援を行っているところでございます。

２点目の地域福祉活動支援員の配置人数についてでございますが、地域福祉活動支援員
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４人で、啓成地区、車尾地区、義方地区、福米東、福米西地区、福生東、福生西地区を中

心に市全域をカバーしているため、他の地区も今後一層力を入れていく必要があると認識

しているところでございます。今後、総合相談支援センターの全市展開を進めていく中で、

増員等を含めた体制強化の必要性も含めて検討していきたいと考えております。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 聞いてて、人口の多いところが、今内容として令和４年度の事業成果として

活動員の方向づけや活動内容が聞こえてくるんですけれども、そうはいっても、さっきも

言いましたように、質問の冒頭で言いましたように、地域はそこだけではないわけでして、

いろんな相談をかけてくる人は全員市内全域からやってくると思うんですけれども、この

４人体制っていうことは、次の年度にはあまり決算ですから触れられないですけれども、

この辺のところは、去年１年間やってみてどうだったかというのを、もう少し具体的に成

果の中身としてあれば、増員とかが手がかり的にあるのかちょっとお聞きしたいんですが、

どうでしょう。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 増員についてのお尋ねでございますが、先ほどもお話、答弁させて

いただいたところでございますが、現在総合相談支援センターの全市展開を進めていると

いうところの協議をしているところでございまして、それぞれの課題というか関係性があ

りますので、そこも含めて委託を出してる社協さんとの月例報告を毎月もらっております

ので、それに基づく協議の中で増員が本当に必要かどうかも含めて検討してまいりたいと

思います。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 毎月ですか、受託者である社協さんとの意見交換、ケース検討も含めてやっ

てるかなと思うんですが、ぜひそれを積み上げていただければと思いますので、よろしく

お願いして、これは要望に代えときます。よろしくお願いします。

○今城分科会長 続いて、錦織委員。

○錦織委員 大体聞かれたのでと思いますが、委託料が倍増したっていう理由についてま

ず伺いたいと思います。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 委託料が倍増した理由についてでございますが、令和３年度につき

ましては地域福祉活動支援員を３名配置して、全体としては１,７４５万円でございました

が、内訳として一般会計の１,１７９万２,０００円と介護保険特別会計の５６５万８,００

０円となっていることから、こちらの３１ページの資料の一般会計の１,１７９万２,００

０円が上がっているところでございます。令和４年度は重層的支援体制整備事業の開始に

伴い、全額一般会計で執行することになり、総合相談支援体制の充実を図ることを目的に、

地域福祉活動支援員を１名増員し４名としたことにより、委託料が前年から６０５万円の

増額となったところでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。それで、先ほど安達さんもおっしゃったように、本当に広域

にわたるし、高齢者が多い地域だとか若い人が多い地域だとか、様々な地域はそれぞれの

問題、課題があるのに４名でいいのかなというのは、今後はそういう声も起きてくると思
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うので、そういったことも考えてこれからお願いしたいと思うんですが、重層的支援体制、

１年を経過して、これからの課題ということについて最後にお聞きしたいと思います。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 重層的支援体制、１年を経過した課題についてのお尋ねですが、令

和４年度から重層的支援体制整備事業を実施し、本事業を展開していく拠点として総合相

談支援センターえしこにを設置し、関係機関や支援団体等と連携してあらゆる福祉課題に

対する相談を受け止めるとともに、地域課題解決に住民が主体的に取り組む体制づくりの

支援に努めてきたところでございますが、このような包括的支援体制を構築するための支

援者の確保及び育成が課題であると認識してるところでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 支援者の確保と育成が課題だということで、具体的にはどういうふうにした

ら確保できるっていうふうには考えておられますかね。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 具体的な確保策についてでございますが、今現在では、例えば育成

のために人と地域とつながる研修というものをやっているところでございますが、こちら

は市民の方、専門職の方、全ての方を対象としておりますが、こういう様々な我々が主体

となった研修だとかそういうもので、少しずつですがまず人材育成をするというところと、

あとは事業者さんとの関係を密に協議を深めていくというところが必要ではないかという

ふうに考えております。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。以上です。

○今城分科会長 では、続いて、矢田貝委員。

○矢田貝委員 質問したいことは、安達さん、錦織さんがしていただいたと思っています。

今年度示される総合相談支援体制の米子市の目指す形というものの中でこの地域活動支援

員の働き方というか、担う役割というのも見えてくるんじゃないかなと思っているんです

けれども、私、社会教育の面でこれを考えていかないと、今のやり取りを聞いていると、

同じ地域の支え合いの形とか地域ケアシステムを考えるとか、そういったことを議論しな

がら、やっぱり福祉政策、福祉の部分の議論を出ないわけです、このやり取りというのが。

昨日の総務政策委員会の中で、副市長が、本当に今まで頑張って様々な取組してきたんだ

けども、一番進んでないところにこの部分があるんじゃないかって言われたところがすご

く心に残っているんです。生涯学習課、地域振興課のところ、体制を考えてきたって、本

当に形を進めてこられたのも、私も議員、スタートして、まさにその中にどんぴしゃおら

せていただいたと思って、追っかけてついてきているところではあるんですけど、地域人

材をどう育てていくかというところについて、福祉政策課のこの地域と人のつながる研修

会、これだけで本当に人が育ってくるのか、社会教育を本当に米子市がしっかりと位置づ

けて社会教育委員としての活動していただいてる人の今の背景っていうのは、国の施策の

中で育ってきた地域の中から選ばれた人たちが残って、今それを地域の中で支えてくださ

ってる人、それを米子市が同じように時代が何十年たった後に今やろうとしているんじゃ

ないかなって私は思っているんですけど、副市長、どのようにお考えなんでしょうか。ち

ょっとお聞かせいただけませんでしょうか。
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○今城分科会長 伊澤副市長。

○伊澤副市長 簡潔にお答えしたいと思います。問題認識の共有、既存の部分は矢田貝委

員がおっしゃったのと私もあまり大きな違いがないと思っています。どうしてもやってい

てまだまだ福祉と地域政策との壁というか、これはお叱りを受けるんですけど、まだまだ

やはりあります。ただ、地域や家庭は当然１つでありますので、それを市役所の側で引き

裂くような地域政策というのはそもそも有効性が担保できないというふうなこと、これは

私も口を酸っぱくして言ってるわけであります。地域福祉活動支援員、それから、今市の

ほうで、これは地域政策のほうでやっております地域活動支援員、こういったようなもの

をどういうふうに体制を組んで、そして、各地域の地域づくり、まちづくりをお支えでき

るのか。昨日も申し上げましたが、市役所が乗り出していくということは当然どっかでし

ていかなければならないんですけど、大事にしなければならないのは、課題もたくさん、

悩みも抱えておられると思いますが、各地域でこれまでやってきてこられた方々、これが

ある意味最大の資源でありまして、ここを大事にしていかなければならないという認識を

持っております。先ほどおっしゃった社会教育の関係者の皆さん、これは地域を超えて活

動しておられる方もいらっしゃいまして、本当に頭が下がる思いでありますけども、こう

いった方々のこれまでの取組、その歴史というものをやはり大事にしていかけなればなら

ない。一方で、社会の変化、そして現場で起きている様々な課題、それが時の経過ととも

にどんどん難しくなってきているというものに、市役所がいかに有効に、地域に丸投げす

るんじゃなくて、地域と一緒に取り組むことができるか、これが今我々が立ち向かってる

状況だろうというふうに思っております。ぜひ、今年度末までに向けて、絶対正解はない

わけでありますけども、当面市役所がどういう形で向かっていくのかという姿をお示しし

て、また議会のほうで様々な御意見をいただきながら、軌道修正もあると思いますけども、

進めてまいりたいと、このように思っております。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 期待をしております。私も一緒になって悩んでいきたいというふうに思い

ます。

最後ですけれど、今後の課題、方向性のところにちょっと意見を言わせていただきたい

と思っています。行政側と、社協も含めてですけども地域の方々、地域の支援をしている

住民の皆さんとの関係づくりであるとか、仕組みづくりというふうに、これから課題でも

ありこれから取り組んでいきたいことだというふうにおっしゃったんだろうと思っていま

すけど、これは、これでは今までどおりであって進まないっていうふうに私は思っていて、

最優先、今ずっと議論の中であった地域活動支援員、この事業報告の中でいったら地域活

動支援員に何を求めていくか。で、社協の４名っていうところを、そうじゃないところの

人材をどう集めてくるか、発掘していって育てていくかということとかいろいろあると思

うんですけど、最優先、今後の方向性は関係づくり、仕組みづくりではなくて人づくりだ

というふうに思っておりまして、このことは指摘に値するというか、市長が大きな課題を

認識して共有していただいてる部分が多いって言っていただいたところを含めまして、こ

の事業の今後の課題っていうのは人づくりではないか、今のままの今年度の同じような社

協の中で専門職をどう契約してどう地域に配置していくかということでは進まないんじゃ

ないかということを、意見、そして指摘とさせていただきたいというふうに思います。以
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上です。

○今城分科会長 では、これは指摘ということですね。

○矢田貝委員 はい。

○今城分科会長 分かりました。

続いて、３３ページ、事業番号６５番、重層的支援体制整備事業について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 継続的支援事業の委託内容と委託費について伺います。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業の委託内容と委託費につ

いてのお尋ねでございますが、委託内容につきましては、複合化、複雑化した課題を抱え

ているために必要な支援が届いていない方及びその家族に対して、家庭訪問、面談及び同

行支援や電話、メール等による働きかけを行い、信頼関係を築きながら対象者に寄り添っ

た継続的支援を行うことでございます。

委託費につきましては、管理費として１世帯につき月額４,０００円、訪問時１回につき

１,５００円、面談及び同行地１回につき１,５００円を算出して得た額を月締めとして、

年間合計７４万７,７００円をお支払いしたところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 この報告書でいきますと、６事業者、１２ケースでこの継続的支援事業を

されたって書いてありますけれども、実際それをつなげたかったケースっていうのはもっ

とあるんじゃないかと思うんですけども、それはどのように検討されて６事業者１２ケー

スと設定してきたのか、また、その事業者に委託されなくても必要と思ったケースについ

てはどのような対応をされているのかというのが教えていただけますでしょうか。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 まず、１２ケースをどのように選定したかというところのお尋ねに

ついてでございますが、まず選定につきましては、えしこにで相談をまず受け止め、情報

収集やアセスメントを行い各関係課で解決するケースもありますが、複数の関係課や他機

関への支援が必要なケース、どの福祉制度にも当てはまらない制度のはざま支援や当事者

が助けを求めないケースをえしこにが担当しております。そのケースの中から支援が必要

なケースを選別し、相談者と数回の面談を繰り返し、信頼関係構築に努めた上で、家族ま

たは本人の同意を得られたケースに対して委託者を決定し、マッチングも含めて重層的支

援会議を実施して、実際のところ１２ケース委託者にお渡ししたという形でございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 委託できてないところは、伴走支援は本市職員がその立場でやっていると

いう理解でよろしいですか。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 委員おっしゃるとおりでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 それは総合相談支援員ではないですよね。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 総合相談支援員も含めての体制でやっているところでございます。
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○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 その辺り、今まさに議論だと思いますので、しっかり整理していただきた

いというふうに思っています。

それでは、この委託事業者６なんですけれども、どのように開拓をしていかれたのか、

また、これからそれをどう広げていこうとされているのか、事業者じゃなくても人材とし

てどのように育てていこうとされているのか教えてください。

○今城分科会長 中本福祉政策課長。

○中本福祉政策課長 委託事業者の開拓、育成等についてのお尋ねでございますが、まず

は委託先の事業者数については、今現在６事業者と契約しております。委託先につきまし

ては、本人と直接対面したり継続的な関わりを持つために信頼関係の構築に向けた丁寧な

働きが必要であるため、専門的知識、訪問支援等の技術や実績のある専門職を配置する民

間事業者と委託契約しているところでございますが、委託先とえしこにの取組だけでは解

決できないと認識しているところでございます。そのため、地域の支え合いの強化、伴走

支援の担い手を育成するため、人材育成研修、人と地域とつながる研修を、先ほども御説

明させていただきましたが、実施して、令和５年度からは令和４年度の受講者のフォロー

アップ研修という新たな研修も加えながら、地域活動実践者の掘り起こしに力を入れてい

くとか、地域の様々な団体等との連携により人材の確保及び育成に努めていきたいという

ところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 先ほどの地域力強化推進事業のところで申し上げたことと同じ思いがし

ております。人材育成というのが最大だろうというふうに思っております。福祉政策課の

業務というものがあまりにも多岐にわたっていまして、本当に議論をして行政を進めてい

くための課題っていうところが見えているにもかかわらず、そこにだけを向かっていって

なくって、コロナのこともあるんですけれど、もう少し庁内のこの進める中の、今庁内の

大きなところで議論されてると思うんですけども、それが必要なことではないかなという

ふうに思っています。指摘とは言いません、もう既に議論していただいてると思っており

ますので、これは意見として申し上げたいと思います。以上です。

○今城分科会長 続きまして、ページ数は５９ページ、事業番号１１７番、生活保護扶助

費について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 生活保護に至った方に相談員さんが訪問されていると思うんですけれど

も、どのような視点でどのような訪問をされているのかというのがあれば教えていただけ

ますか。

○今城分科会長 橋尾福祉保健部次長。

○橋尾福祉保健部次長兼福祉課長 生活状況を把握するために被保護者のお宅を訪問し

ておりますけども、基本的には住宅内の状況等を把握するためということで、家の中にも

入らせていただいて訪問を行っております。そして、世帯状況によって聞くことっていう

のはそれぞれ差はございますけれども、こちらのほうが把握している生活状況や収入状況

から変化がないかとか、あるいは今現在困ってること、悩んでることがないかなど聞き取

るようにしております。
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○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 家の中にも上がっておられるということとか、いろんな生活状況を聞き取

ってらっしゃるということなんですけども、たくさん抱えておられる職員さんが行くため

にも、アポ取ったりとかいろいろな御苦労をされてると思うんですけど、事務的になって

はいないだろうかって出るんですけど、その辺りってどのような課としての報告体制とい

うか、この方、どんな変化がありましたというような、その把握はどうされてるんでしょ

うか。

○今城分科会長 橋尾福祉保健部次長。

○橋尾福祉保健部次長兼福祉課長 生活保護世帯の方への訪問につきましては、訪問の回

数を大体その世帯の状況に応じて何回訪問をするというのを決めておりまして、毎月訪問、

３か月に１回の訪問、６か月に１回の訪問、あと施設なんかのほうにおられる方について

は年１回の訪問という形で、まず必要な訪問回数を一応定めてはおります。当然状況によ

ってはそれ以上訪問することもございますけれども、その訪問のときには、当然何を聞か

ないといけないのかというのはそれぞれの世帯によって大体決まっておりますので、その

状況については必要なことを確実に聞き取って、それをケース記録等で私どもＳＶ

とか上司のほうに報告するようにしております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 基本的には報告は件数ですか。書式があるわけですか。

○今城分科会長 橋尾福祉保健部次長。

○橋尾福祉保健部次長兼福祉課長 報告のほうにつきましては、その世帯についてケース

記録という形で記録するようになっておりますので、当然その中身についての報告をして

いるところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 では、担当者が代わってもその記録でもって引き継いでいけれるというこ

とだと理解します。

実際に、この次の項に入りますけども、家賃住宅扶助費のことなんですけども、それぞ

れの生活の、頑張りたいわけですよね、皆さんが、社会の一員として。仕事もしたいけど

できない、体の状況とかいろんな理由でできない方もあれば、少しでも働こうと思って頑

張っておられる人もいる。その中で、この家賃代理納付がうまく引き継がれてないという

か、担当者から市民の方に、対象者の方によく説明ができてなくて、気づいたときに家賃

を大家さんからたまってるよって言われて、２か月か３か月だったと思うんですけど、そ

れではっとして、そのことが、自分が今どういう状況に置かれているのか分からなかった

という方があったんですけど、それは市のほうの引継ぎなり住宅扶助が停止する場合の対

応の仕方が明確になってないからじゃないかなと思うんですけど、その辺りはいかがでし

ょうか。

○今城分科会長 橋尾福祉保健部次長。

○橋尾福祉保健部次長兼福祉課長 生活保護の住宅扶助につきまして、こちらのほうから

保護者の方に支給をさせていただいて保護者の方が支払う方法と、それから、直接こちら

のほうが大家さんなり不動産屋さんのほうに支払う代理納付という方法がありまして、基

本的に代理納付を１回始めた場合には継続的にさせていただくんですけれども、その世帯
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の収入が増加したり、あるいは入院とか施設入所、一時的な施設入所によって生活扶助の

基準が下がってしまったことによって満額の住宅扶助が出ないといった場合になったとき

には、一旦代理納付のほうがストップをしてしまうという形になります。その場合には、

本人さんのほうには今月から代理納付ができなくなったので直接不動産屋さんのほうに支

払ってくださいということで説明をさせていただいたり、あるいは家主さんのほうにもそ

ういう状況を説明させて、本人さんのほうからお支払いをしていただくことになっていま

すというような形で説明をさせていただいてはおります。ただ、先ほど委員さんのほうが

言われたとおり、中にはその説明をしてもなかなかあまり理解ができなかったということ

で払い忘れがあったりとかっていうようなことも確かに起こりますので、そういった不安

がある方につきましては家賃の支払いを口座引き落としのほうに変更したり、あるいは年

金月に２か月間分の家賃をまとめて払うような助言、指導などをさせていただくというこ

とで、世帯の状況に応じた対応なども行っているところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 してるっていうのは事実だと思います、そういうふうな対応されて。でも、

先ほど申し上げたような事例も並行して起こってるのも事実ですので、少し１回の説明を

しましたっていうことで理解ができるとはなかなか思わないですね。何回も聞いてやっと

分かる人もあれば、そもそも生活保護を受けとられる方でやっとつながっておられる方に

とっては、情報を取る、聞くというときに、電話では特に、相手の市の職員の人の声を聞

いたらもうどきどきするって言われるわけです。そういう関係の中でどのようにこういっ

た事務的な変化を伝えていくのかというのは課題だと思いますので、今後も丁寧な支援を

お願いをしておきたいと思います。以上です。

○今城分科会長 分かりました。

予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午前１１時５２分 休憩

午後 １時００分 再開

○今城分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

２ページの一番下の段です。３５ページの事業番号６９、地域生活支援事業（移動支援・

日中一時支援等）について。

錦織委員。

○錦織委員 では、この事業の移動支援利用、それから日中一時支援利用、そして訪問入

浴サービスのそれぞれの登録人数をお知らせください。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 それぞれのサービスの登録人数についてでございますが、令和

４年度の登録人数は、移動支援が４０４人、日中一時支援が３０７人、訪問入浴サービス

が５人となっております。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 では、移動支援についてお尋ねしますが、障がい者が作業所などに通所また

は通学の場合は、この移動支援は利用できないんでしょうか。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 障がい福祉サービスの作業所等の利用、送迎については、支援
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の一つとして事業所が行うものであります。また、通学については、通学バスの利用や御

家族による送迎を基本と考えております。移動支援は単独で外出することが困難な障がい

のある方に対して、外出先での買物や余暇などの付添い等を行うものでございますので、

通年かつ長期の利用になる通所や通学については実施要綱に基づいて利用を原則認めてお

りません。ただし、事業所が送迎をしてない場合であったり本人の障がい特性上その事業

所しか利用できないとか、御家族の支援を得られない場合など、ケースによっては状況を

確認させていただいた上で、特別な事情として認めている場合もございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 実施要綱では通年かつ長期となるその通所とか通学は認められないけれど

も、送迎してた家族が病気になったりとか、特別な事情があった場合には相談して利用す

ることもできると、状況によってはということが分かりました。それで、作業所に通所で

きなくなると収入がなくなったり、それから社会参加、生きがいとかそういうことが途切

れるということがあってはいけないと思うんですけども、そういったときでも柔軟に対応

を相談すればしていただけることもあるというふうにお聞きしましたので、それはそうい

うふうな対応をしていただきたいと思います。以上です。

○今城分科会長 続きまして、３ページに移ります。決算に係る主要な施策の説明書３６

ページ、事業番号７１番、障がい者グループホーム等夜間世話人配置事業について。

錦織委員。

○錦織委員 グループホーム支援ですが、現在世話人配置事業を利用しているグループホ

ーム数、そして支援員は何人分の経費なのかお尋ねします。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 本補助金につきましては、グループホーム利用者の安全と安心

を確保するとともに、グループホームの設置の促進であるとか運営の安定化を図るために

行っているもので、令和４年度においては５事業所、グループホーム数としては７か所の

補助を行いまして、補助対象となった夜間世話人は８人分となっております。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 夜間にどのグループホームにも支援員は１人おられるのかということの確

認と、それから、その支援員が、例えば同じ事業者内の同じ事業者が運営するグループホ

ームに兼任でいるということはないでしょうか。お尋ねします。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 このグループホームについては、夜間世話人、夜間に職員がお

られるグループホームもあればおられないグループホームもあります。この夜間世話人配

置事業というのは、支援が必要な方が入所してらっしゃる場合に出る給付費ではその辺り

のものが賄えないところを、県のこの補助金を使って事業所支援をすることによって適切

な支援が行えるようにしているというものでございます。

兼任ということにつきましては、専任の世話人の方は夜間生活支援員を配置した場合に

補助対象としておりますので、他の補助対象のグループホームと兼務することはありませ

ん。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。以上です。
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○今城分科会長 そうしましたら、３８ページ、７６番、基幹相談支援センター設置事業

について。

錦織委員。

○錦織委員 地域移行についてお尋ねします。まず、精神障がいのある方の地域移行の進

んだ事例はあるのかということについてお尋ねします。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 長期入院の精神障がいのある方の地域移行につきましては、退

院が可能と思われる方への面会などを通じて、地域での生活イメージを持ってもらうなど

の働きかけを行うとともに、病院の医師や職員とも連携をいたしまして取組を進めてまい

りました結果、令和４年度においては２名の方が地域生活に移行されました。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 その方は長期に入院しておられた方ということになると思うんですけども、

そうして地域移行が進んで、その後に、その場合、地域での受入れ体制だとか、それから

後のバックアップ体制とかはどういうふうになってるんでしょうか。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 地域移行後の受入れ体制については、まず退院前に関係機関や

関係者に調整会議を行いまして、地域移行支援などの障がい福祉サービスの利用調整を行

うとともに、御本人の生活を支える受入れ体制を整えた上で、退院、そして地域生活を始

めていただいております。また、地域生活に移行された後につきましても、不安なく安心

して生活を楽しんで心豊かな暮らしがしていただけるように、基幹相談支援センターの精

神保健福祉士が定期的な面談であるとか電話連絡を行いまして、生活状況をお聞きするな

どして安定した生活のための支援を継続しております。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 この地域移行の対象になったその精神障がい者の方は、多分長期間に及んで

おられると家族の方がもういらっしゃらなかったりということで、多分お一人の方が多い

んじゃないかなというふうに推測するんですけど、この２名の方はやっぱり１人で暮らし

ておられるっていう方だったでしょうか。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 家族構成まではちょっと把握しておりませんけども、退院後に

つきましては、グループホームにお一人、そして、障がい福祉サービスの宿泊型自立訓練

施設というところにお一人行かれていらっしゃいます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。そういうふうに施設だとかグループでおられると、後からも、

本人さんも安心だというふうに思いました。ありがとうございます。

○今城分科会長 続いて、矢田貝委員。

○矢田貝委員 この事業の、今錦織委員、後半のところ、地域移行について聞かれました

けれども、私は前半のことについてお伺いしたいと思います。相談支援の中核的なセンタ

ーとしての役割というのもあると思うんですけども、これは具体的にどのように果たされ

てきたのかということと、福祉の総合相談支援体制との連携についてもお伺いしたいと思

います。
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○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 基幹相談支援センターは、障がい分野における相談支援の中核

的機関といたしまして、個別の相談対応だけでなく相談支援事業者への専門的な助言であ

るとか指導などの役割も担っております。本市における福祉総合相談体制の中で、どの部

署で相談を受け付けた場合であっても、障がいのある方に関わる事例で対応が難しい場合

のようなケースには、基幹相談支援センターも支援会議に入り、総合相談支援センターえ

しこにであるとか、関係課、関係機関とも連携しながら、障がい福祉サービスの利用に係

る助言を行うなど、支援策において障がい分野の中心的な役割を担っております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 この基幹相談支援センターのセンター長は課長でいらっしゃるというこ

とで。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 障がい者支援課長が兼務をしております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 それぞれの連携とか具体的な事業所への指導、助言っていうのは、具体的

にはどなたが担っていらっしゃると理解したらいいんでしょうか。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 令和４年度におきましては基幹相談支援センターに主任相談

支援専門員を配置しておりましたので、この主任相談支援専門員を中心に、経験と知識の

中で助言していただいておりました。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 基幹相談支援センターというのが障がい者支援課の中にあります。これが

市の全体的な福祉の中心となっていくということが今年度中に出てくる総合相談支援体制

の議論の中にも入ってくると思いますので、しっかりとセンターの位置づけ、また、セン

ターの職員の確保等についても御議論いただければなと思います。引き続きよろしくお願

いいたします。以上です。

○今城分科会長 続きまして、３９ページ、事業番号７７番、計画相談支援緊急対策事業

について。

安達委員。

○安達委員 事業成果のところに目が止まったんですけれども、この相談支援専門員が確

保できていないという文言が残ってるわけですけども、担当課としてこのことを述べてお

られます。そして、その背景や要因はどのようにあったかということをまず伺おうかなと

思います。よろしくお願いします。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 相談支援専門員が確保できていない背景や要因についてでご

ざいますが、要因といたしましては、相談支援事業所の廃止であるとか、既存の事業所に

おける相談支援専門員が退職をされた補充ができていないということがあると思いますけ

ども、その背景といたしましては、慢性的な福祉人材の人員不足であるとか、計画相談支

援事業所の報酬体系が十分ではないということもありまして、相談支援事業所の新規設立

だけじゃなく、既存の事業所においても職員の補充であるとか追加配置というものが困難
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な状況があると考えております。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 今、答弁聞いたんですけれども、制度的な、私に言わせると不備かな、不十

分なところがあるのかなと思って聞いてるんですけれども、やっぱり相談支援専門員って

いう人がおられて、計画書とかを策定して、利用者の生活設計、自分は勝手に言ってます

けれども、生活基盤がなし得ると思ってるんですよね。そういうところで、運営上、事業

所が運営します。支援員を抱えます。その辺のところがどうしても人件費とかで制度上見

られないというようなことを聞いたりするんですけれども、この辺が、結果、利用者さん

に負担がかなり行ってしまうっていうですか、負担感が利用者にあってしまう、利用者さ

んはそっから前に出れなくなったりするんじゃないかなと思うので、ぜひここは追加配置

とかが困難な事態があると聞いてますとかってさっき言われたように思いますが、支援員

の補充とかはいち早く見つけて、やっぱり担当課、担当者が事業所への呼びかけや補充の

ところをきちんと対応していただければなと思うんです。

一方で、質問ですけれども、体制強化と言いながら、次年度には今度は減額ということ

を数字に出てくるんですけど、これはどういった理由だったでしょうか。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 ５年度予算が減額になっている理由でございますが、まずこの

事業につきましては２本ございまして、相談支援専門員を障がい者支援課のほうに配置い

たしましてするという事業と、それともう一つは、計画相談支援事業所を立ち上げられた

事業所に対して補助を行うという２本の事業がございます。

そのうち、本市本課に置きました相談支援専門員につきましては、本市が率先して相談

支援体制の充実と強化を図っていくために、児童相談支援センターあかしやに市立の相談

支援事業所を開設する方針に基づきまして配置をしていたものでございます。令和５年度

にあかしやに相談支援事業所を開設することに伴いまして、この相談支援専門員につきま

しては今年度こども相談課予算のほうに移管をさせていただいておりますので、本事業の

ほうでは減額となっております。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 単年度の決算を見る限り、５年度に向かっていくところでなかなか納得し難

いところもあったり、いや、そこは理解しなきゃいけないんだなと思って、人の配置のと

ころは感じとったもんですけれども、元に返りますけれども、ここの事業っていうのは、

さっきも言いましたように、随分相談員の確保が厳しいということが分かったかな、また、

分からにゃいけんのかな、納得せにゃいけんのかなと思って感じました。以上です。

○今城分科会長 では、続いて、矢田貝委員。

○矢田貝委員 この事業は計画相談までに時間を要してしまっていたので、本市としても

計画相談員を確保して、セルフプランを立ててスタートしていくその期間を短くしたって

いう取組されたと思うんですけど、その取組と実績について伺います。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 委員おっしゃいますとおり、この事業の背景といたしましては、

相談支援専門員を配置できなくてなかなか速やかなサービス利用につながらないっていう

ことを解決するために行っている事業でございます。



－34－

セルフプランというお話が出てきましたけども、本市の相談員が計画を作成した場合に

は相談支援事業所の相談支援専門員による作成ではないので、制度上、利用者自らが作成

したセルフプランという扱いになるものです。ただ、御本人さんだけがつくられるわけで

はなくて、本市の相談支援専門員が計画作成に関わることで御利用者様にとっては適切な

サービス利用につなげて、また速やかなサービス利用につなげることができたというふう

に考えております。

なお、令和４年度末現在におきまして、本市が計画作成に関わった件数といたしまして

は５５件でございました。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 増えた２名でしっかり対応できてきたのか、その効果について伺いたいと

思います。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 ２名の相談支援専門員を配置いたしまして、基幹相談支援セン

ターの相談支援専門員とともに作成支援を行いました。この取組によりまして、相談支援

事業所の相談員での調整が難しい場合などの対応がスムーズにできて、結果としてサービ

スを利用されたい方に速やかなサービス利用ができたというふうに考えております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 課長がセンター長を兼ねておられるということで大変かもしれないんで

すけど、よく見ていただきまして、具体的な本市の相談支援専門員の働きであるとか、ま

た、民間の事業所等との連携の具合であるとか、しっかりと必要なサービスをなるべく早

くに適当なサービス事業所との連携であるとか、うまくスムーズにいくように引き続きお

願いしたいと思います。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員、お願いします。

○矢田貝委員 決算額と当初予算額についての残余の理由について伺います。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 この事業におきまして、事業所の立ち上げ支援のほうの補助金

のほうのことでございますが、当初予算におきましては、立ち上げ支援補助金として１事

業所当たり１００万円、３事業所分を計上しておりましたが、結果的に補助事業の実績が

１事業所であったため不用額が生じたものでございます。

本市としては、法人向けに相談支援事業所の立ち上げ支援に係る研修会を行いなどしま

して働きかけに努めてまいりましたが、結果として市内では１事業所にとどまったという

ことでございました。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 とどまったけれども、その他の地域外の事業所等との連携というのもさら

に深まった中で対応してこられたということだと思うんですけれども、その辺りもう少し

深く、未執行であったけれども市民の皆様へのサービスが、改善が滞ったのではないとい

うようなことがあれば教えていただきたいと思います。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 ありがとうございます。この事業につきましては鳥取県の間接

補助の制度でございまして、米子市だけではなく、他の市町村でも行われておりまして、
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境港市で１事業所、そして大山町では２事業所の補助実績がございまして、圏域として相

談支援専門員が増加をいたしました。これらの事業所にも本市の利用者さんの計画作成を

お願いをしている中で、十分ではありませんが状況は改善しつつあると考えておりまして、

サービスの利用希望者の方に対する相談支援専門員の調整につきましても現在のところス

ムーズにできている状況でございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。その連携が深まっているということはいいことだと思いま

す。また、市内身近なところで事業所がさらに計画相談支援員を整えられて、十分にスム

ーズにいくように、その点については引き続いての支援を求めておきたいと思います。以

上です。

○今城分科会長 続きまして、事務報告の１６１ページ、地域生活支援事業（日常生活用

具給付状況）について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 日常生活用具の給付状況及び見直しについて伺いたいと思います。また、

見直されたことをどのように周知されたのかということについても伺います。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 日常生活用具の給付状況の見直しとその周知についてでござ

いますが、まず、昨年度、令和４年７月に医療的ケアが必要な方など、在宅で人工呼吸器

や電気式たん吸引機などの電源を必要とする機器を使用している方を対象として、災害時

などの非常用電源である自家発電機または蓄電池を給付種目として加えたところでござい

ます。基準額はいずれも１５万円、耐用年数は自家発電機が１０年、蓄電池を５年として

おります。

この見直しを行いました周知につきましては、医療的ケアが必要な方の支援に関わって

おられる県立の皆生養護学校さんであるとか、県立米子養護学校さん、県立総合療育セン

ターさん、医療的ケア児等支援センターさんであるとか、あと西部圏域の相談支援事業所

など、約３０か所に通知をするなどして周知をするとともに、米子市ホームページのほう

にも情報を掲載しております。

なお、昨年度、４年度の実績といたしましては、蓄電池が１件ございました。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 事務報告のほうの１６１ページによりますと、電気式のたん吸引機である

とか、それぞれの今の日常生活用具の支援給付というのが一覧としてあるわけですけども、

今回の見直された人工呼吸器などの方への自家発電機等の制度が見直されたということは、

どのようにして把握ができるものなんでしょうか。今の、通知を送った、ホームページだ

けで、現実使っておられる方の把握は困難という理解でよろしいでしょうか、市としての。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 在宅で支援を受けておられる方の中で、実際に人工呼吸器をつ

けてらっしゃる方であるとか、たん吸引機を使ってらっしゃる方っていうことを個別に把

握はできておりません。ただ、支援員、相談員などは把握をしていると思いますので、個

別に確認をすれば確認をすることはできますが、総数として何人ぐらい使ってらっしゃる

ということは確認が難しいかなというふうに思っております。
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○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 私は、今回の決算報告に当たって改めてホームページを見直す等をして、

どのような周知をされているのかなというのを確認を取らせていただいたんですけれども、

見直しました、新しい日常生活用具の対象を広げましたというふうな表記にはなってなか

ったと思っております。さらっと表の中にあって、それが加えられていたと思うんですけ

れども、周知というのはそういう表を書き直したという意味ではないかなと思うんですけ

れども、広報よなごにも出されたんでしょうか。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 広報のほうにも掲載させていただいたというふうに考えてお

ります。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 その結果、実績としては蓄電池１件というイメージですか。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 結果的には１件だったということでございますが、既に、例え

ば人工呼吸器とかをつけてらっしゃる方については、御自宅で既にもう持ってらっしゃる

ということも知っておりますので、結果的に１件でした。

ただ、今年度に入りまして、自家発電機が１件、蓄電池２件、申請を既にこの半年の間

でいただいているという状況で、それなりに周知が進んできて要望をいただいているとい

うふうに考えております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ぜひ、耐用年数５年、１０年というふうに考えていらっしゃるということ

で、現在利用されている方も折に触れてこの制度を申請してこられるかもしれませんし、

丁寧な対応を求めておきたいというふうに思います。

次に、日常生活用具の検討をどのようなタイミングでされているのか、また検討された

結果についてはどのように報告をしていらっしゃるのか、伺います。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 日常生活用具の種目の追加とか給付対象の拡大、基準額の見直

しにつきましては、様々な障がい者団体の皆様からの要望とか、当事者の皆様との意見交

換の中で御意見をいただいているところです。要望いただきました内容は、その効果であ

るとか必要性、対象製品の性能、他市町村の動向なども踏まえて、その可否を検討してお

ります。

検討の結果の報告につきましては、可否どちらにいたしましても要望を寄せられた団体

様などに対して回答し、理解を求めているところでございます。今後も当事者の皆様の御

意見をいただきながら、見直しのほうは行っていきたいというふうに考えております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 それは毎年、時期を定めて検討されているという理解でよろしいでしょう

か。

○今城分科会長 米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 見直しにつきましては、議会の中でもいろいろと御意見はいた

だいているところでございます。予算の伴うものですので、予算要求の時期に合わせて、
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こちらとしても見直しなど方向性については検討していきたいというふうに思っておりま

す。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 しっかりと前向きにその都度のニーズに合った対応、検討をしていただき

たいというふうに思います。

再度、非常用の電源の、今直近は４年７月に見直されたのが新しいと思うんですけど、

その広報につきまして、５年に入ってからの広報っていうのが既に１回されているのかな

と思うのですが、それは４年度だったかもしれませんけれども、再度広く周知をしていた

だくというのはいかがなものでしょうか、お願いをしておきたいと思いますが。

○今城分科会長 答弁は要りますか。

○矢田貝委員 いただけますか。

○今城分科会長 いいですか。

では、米田障がい者支援課長。

○米田障がい者支援課長 周知のほうは積極的にさせていただきたいと思っております。

○矢田貝委員 以上です。

○今城分科会長 続きまして、決算に係る主な施策の説明書、４２ページになります。事

業番号８４番、高齢者スマートスピーカー活用実証事業について。

錦織委員。

○錦織委員 まだ１年目ということなんですけれども、設置数が１１台ということで、目

標に対する設置数はどうなってるんでしょうか。

○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 目標に対する設置数についてということでございます。設置につき

ましては、ふれあいの里地域包括支援センターの担当地区を試験的運用地区といたしまし

て、３１台の設置を予定をしているところでございます。令和４年度末時点で、高齢者宅

に対しまして１１台、それと地域包括支援センターに１台を設置したところでございます。

なお、今年度につきましては、予定台数である３１台に近づけるために、令和５年７月

から試験的運用地区を住吉・加茂地域包括支援センターの担当地区も拡充しておりまして、

現時点で、既に設置済みも含めまして、新たに８台の設置予定でございます。全て合計す

ると２０台ということになってございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 今年度中に２０台になるということなんですけど、決算額は令和４年度３３

０万円ほどなんですが、今年度が１００万円ほど下がっているのはどういうことですかね。

○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 今年度の予算が下がっている要因でございます。最初に設置する初

期費用というのが初年度はやはりかかっておりまして、それ以降、２年目以降はかからな

い費用がございますので、その分少なくなっているということでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 初期費用だということだということは分かりました。それで、１１台が多い

のか少ないのかっていうこと、今年２０台になるんですけれども、この設置のための広報

っていうか、設置してくださいっていうふうにするには、どういう方法で依頼をしている
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のでしょうか。

○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 広報についてでございます。本事業につきましては、対象地区を限

定して実施することとしておりまして、全市的には広報は行っていないところでございま

すけれども、担当している地域包括支援センターに依頼をいたしまして、戸別訪問時に合

わせて事業を紹介したり、試験的運用地区内にあります郵便局におきまして、チラシを設

置によりまして広報を行っているところでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 今回１１台設置されたんですけれども、その方たちの評価、利用者や家族の

評価、アンケートなどは取られているんでしょうか。

○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 利用者の評価についてでございます。利用者及びその家族を対象と

いたしましたアンケートを取らせていただいております。利用者本人からは、主に生活の

利便性の向上や見守り機能があることで安心感を感じていただいております。今後も利用

を継続したいとの評価をいただいております。御家族のほうからは、利用者の利用状況が

分かることで安心しているとの評価を多くいただいております。また、このサービスにつ

きましては、郵便局員による月１回の訪問というのもありまして、それについても高い評

価をいただいているところでございます。

ただ、その一方で、機器本体ですとか、あと、操作の仕方に対する御指摘でございます

とか、あと、使い方をもっと簡単にしてほしいなどの声もいただいているところでござい

ます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 総じて評判はいいということなんですけど、今これ実証実験事業なので、こ

の機器本体が使いにくいとかということがあると、この事業が終わってから本格的に導入

を全市でしようというときには、機器についてはまた検討されるっていうことなんでしょ

うか。

○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 実証が終わった後のことですが、内容を検証させていただきまして、

本格的導入に入るのか、もし入るとすれば、またいろいろとデジタル機器の進展というの

もございますので、本当にこの機器がよろしいのかどうなのかっていうことも含め検討は

必要になってくるというふうに思っております。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 以上です。

○今城分科会長 続きまして、矢田貝委員。

○矢田貝委員 錦織委員がほぼ質問をしていただきました。内容は分かってまいりました。

そもそもこの最初の見込みの台数と、４年度に１１台っていうところについては、どう受

け止めたらいいんでしょうか。想定内だったんでしょうか。地域包括のふれ里さんに依頼

して、それが扱えるだろう、十分対象になるだろうという方を選んでいただいて１１台だ

ったということだと思うんですけども、包括の方の負担が増えたのはもちろんですけども、

それをどう評価していらっしゃるんでしょうか。
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○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 １１台にとどまったというその部分についての評価ということで

ございます。台数的にはそんなに多い数ではないので、ある程度最初の段階で埋まるとい

うちょっと見込みはあったところですけれども、ただ、結果的に１１台というとこでとど

まりました。これはここで止めるということではなくて、当然今年度も、今のところ８台

ということでございますが、それ以降もできるだけ早く台数を予定の台数に近づけるよう

なことで、それでもって検証を進めたいというふうに思っておるところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 地域を広げられて早くに台数設置をして評価ができるような体制を整え

ていかれると思いますけれども、このことについては、入り口の段階で取り組み方ってい

うのが少し緩かったんじゃないかなっていう気がしていますし、全市展開を考える上で、

市内ですよね、ふれあいの里ともう一つ今回住吉・加茂に開かれると。その辺りっていう

のは、選択として正解なんでしょうかね。どう評価していらっしゃいますか、７つの包括

の中の２包括選ばれたということについて。

○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 この２包括を選んだ理由というところでございますけれども、一番

大きいところは、独居高齢者の数がやはり多いエリアというところから順次ちょっと選択

をさせていただいたというところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。しっかりと周知されればよかったかなというふうに思うと

いうことは意見として申し上げたいと思います。

あわせて、緊急通報システム導入っていうのもされているようですので、こういったこ

れからの独居の方々に安心の見守り、暮らしというのの支援についてしっかり取り組んで

いただき、そのことは十分に周知をしていただきたいということも求めておきたいと思い

ます。以上です。

○今城分科会長 続いて、７２ページ、事業番号１４４番、シルバーワークプラザ管理事

業について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 決算額と指定管理料分の決算額の差額があります。その内容についてお伺

いします。

○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 決算額と指定管理料分の決算額の差額の内容ということでござい

ます。差額が２０４万１,０００円となってございますけれども、主に建物附帯設備の経年

劣化に伴う改修費として、高圧機器の更新工事に７４万８,０００円、外部階段の改修工事

に１１９万９,０００円を支出したためでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。では、次年度の予算額のほうが約４.８倍ということにな

っておりますが、その理由について伺います。

○今城分科会長 足立長寿社会課長。

○足立長寿社会課長 次年度予算額が４.８倍になっている理由でございます。次年度予
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算におきましては、指定管理料８１万２,０００円のほかに、１階の空調設備の改修工事と

して１,３００万円を計上しているためでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。ありがとうございます。

○今城分科会長 そうしますと、次の項を、健康対策課のほうに入ります前に、１２日付

で皆様の元に決算に係る主要な施策の説明書の健康対策課のほうからの訂正の資料が入っ

てたと思うんですけれども、お持ちになっていらっしゃいますでしょうか。お持ちでない

方もあるかもしれませんので、その件について、訂正の箇所などについて、まず健康対策

課長から報告をお願いしたいと思います。

渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 令和４年度決算に係る主要な施策の説明書の記載内容につきまし

て誤りがございました。６５ページをお開きいただきますようにお願いします。

６５ページの下の段、ナンバー１３０、健康増進事業の中で、決算の概要という項目が

ございます。その中の１、事業の概要の中で４行説明を書いておりますけども、その３行

目になります。また、４０歳、４５歳、５０歳、５５歳の方をと記載をしておりますけど

も、正しくは、また、４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳、６５歳、７０歳の方と

いうのが正しい内容でございます。おわびして訂正をいたします。

○今城分科会長 よろしいでしょうか。

そうしますと、今のページ、今の項、健康増進事業について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 節目年齢で実施してる検診項目の現状と効果についてお伺いしたいと思

います。

○今城分科会長 渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 節目年齢で実施をしております検診の現状と効果についてのお尋

ねでございます。節目年齢で実施しておりますのは、肝炎ウイルス検査と歯周疾患検診の

２つでございます。

肝炎ウイルス検査につきましては、４０歳以上で過去に肝炎ウイルス検査を受診したこ

とがない方を対象に実施をしておりまして、そのうち、４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、

６０歳、６５歳、７０歳の年齢の方には無料で検査を受けられる受診券を送付してるとこ

ろでございます。令和４年度は、肝炎ウイルス検査の全受診者９９３名中、節目年齢で受

診された方は約４５％、４５２名となっておりまして、検査受診のきっかけに一定の効果

があったと考えております。

また、歯周疾患検診につきましては、４０歳、５０歳、６０歳、７０歳を対象に実施を

しており、令和３年度までは４０歳のみ検診勧奨通知を送付しておりましたが、令和４年

度には５０歳の方にも勧奨通知をしたところで、前年度より受診率が１.４％増加をいたし

まして、３.３％となったところでございます。引き続き周知を図る必要があるというふう

に考えております。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 １.４％増加し、３.３％の受診率になっているという節目歯科検診のほう

ですけれども、これは効果があったと理解できる範囲なんでしょうか。しっかり周知され
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ているというより、検診の勧奨通知ということで、その必要性というか、それの訴え方っ

ていうのがどうなんでしょう、もう少しあってもいいんじゃないかなと。

実は、私４０歳のときの節目歯科検診受けさせていただいたんですけども、それ以降、

これでいくともう一回チャンスがあったのかもしれないんですが、受けてないなと思うと

ころなんですけど。フォローっていうか、肝炎ウイルス検査のときには、未受診、検査の

方に選んで、次の節目検診のときに推奨されてると思うんですけど、歯科検診のときには

どのような感じになってるんでしょうか。

○今城分科会長 渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 歯周疾患検診につきましては４０歳、５０歳、６０歳、７０歳のそ

れぞれ節目の方が皆さん対象になりますので、そのタイミングで個別の通知は行っており

ませんで、広報、ホームページ等々におきまして周知を行いまして、申請をしていただい

て受診券を発行するという仕組みになっております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 これはもう少し周知の仕方を検討いただきたいというふうに思います。要

望です。

今、米子市が実施されていらっしゃる節目検診っていうのは、肝炎ウイルス検査と歯周

疾患っていうことでしたけれども、この２項目になっている理由というか、決定方法につ

いて伺います。

○今城分科会長 渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 節目年齢で実施をしております検診の決定の方法についてのお尋

ねでございます。本市におきまして実施をしております肝炎ウイルス検査、それから歯周

疾患検診につきましては健康増進法において市区町村が実施に努めるということとされて

いる項目でございまして、国の示す実施方法に基づいて現在実施をしているところでござ

います。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 この健康増進法に基づく市町村の実施に努めることになっている項目っ

ていうのはこの２項目ということなんでしょうか。

○今城分科会長 渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 健康増進法のほうで市区町村が実施を努めるものとされておりま

す検診については５つございます。歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検査、そ

れから、今米子市でやってます米子市健康診査、がん検診、以上５つが実施に努めるとさ

れているものでございます。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 今の健康増進法に基づいて市町村に求められてる検診の中で、既に実施し

てらっしゃることもあるということで、その中で、節目に周知っていうか、受診を働きか

けていくっていうことは、具体的には市の判断でできる部分もあるんじゃないかなという

ふうに思います。米子市の皆さんの健康状態であるとか、疾病の傾向とか、把握されてる

範囲で、この項目についてしっかりと周知していったほうがいいんじゃないかなっていう

ことがもし把握できていれば、前向きな健康増進の取組として、その他のことについても

歯周病のレベル、歯周疾患の検診のレベルになるかもしれませんが、周知をしていく節目
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を考えられて取り組んでいかれるのもいいんじゃないかなと思いますので、要望させてい

ただきます。以上です。

○今城分科会長 では、続きまして、４ページに移ります。決算に係る主要な施策の説明

書６６ページ、事業番号１３１番、がん検診事業について。

錦織委員。

○錦織委員 がん検診の促進について質問したいと思います。令和２年以降、コロナの影

響はあるんでしょうけれども、この事務報告を見ますと、やっぱり依然として検診の受診

が伸びない、むしろちょっと下がっているっていうことになってるんですけど、休日の検

診実績はどうなのかっていうことをお尋ねします。

○今城分科会長 渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 休日がん検診の実績についてでございます。令和４年度の休日がん

検診の実施状況につきましては、胃がん検診は６日間実施で受診者数が１７２名、乳がん

検診は６日間実施で１６５名、子宮頸がん検診は２日間実施で９４名、肺がん検診は２日

間実施で受診者数は１２４名でございました。また、胃がん、乳がん、子宮頸がん検診に

つきましては事前予約制となっておりまして、予約の時点におきましてはほぼ受診枠のほ

うは埋まっているというような状況にございました。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 休日の検診っていうのは、私の感じでは意外と多いなっていうふうに思うん

ですけど、健康対策課としてはこの数はどう思われますか、少ないというか。

○今城分科会長 渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 受診者数が多いか少ないかということでよろしかったでしょうか。

○錦織委員 そうです、そうです。

○渡部健康対策課長 休日がん検診の受診者数ということで、今お答えしましたのは休日、

日曜日、祝日におきまして、市のほうが集団検診の形で行うものになっております。日に

ちとして先ほど御答弁させていただいた日数で実施をさせていただいておりますけども、

当日キャンセルが出るようなこともありますけども、おおむね定員に近い数で実施のほう

ができておりますので、かなりの方に受けていただいているというふうに認識をいたして

おります。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 やっぱり平日できない人が日祝で、たとえ２日間とか６日間とかあっても、

効果があるんだなという、私は評価してますけど、一方で、検診期間を延ばしたっていう

んですけど、効果があるのでしょうか。また、アンケートなども取っておられるのか、お

尋ねします。

○今城分科会長 渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 検診期間の延長の効果とアンケート調査についてのお尋ねでござ

います。

まず、検診期間の延長についてですが、令和３年度に胃がん、大腸がん、肺がん検診の

実施期間を１２月末から１月１５日まで延長したことで、その前年度と比較しまして、受

診期間後半の受診者数については増加傾向でありまして、一定の効果はあったというふう

に考えております。ただし、令和４年度につきましては、同じ実施期間ではございました
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が、令和３年度と比較すると受診者数の増加には至っていないという状況にございます。

また、アンケート調査の実施についてですけども、令和３年度にコロナワクチンの集団

接種会場におきまして、健康づくりに関するアンケート調査を行っております。その中で、

検診を受けない理由ということで、自覚症状がない、それから、手続、予約が面倒という

内容が上位に上がっていることから、受診者への検診の大切さを伝えてしっかりと受診勧

奨をしていくことが必要であろうというふうに考えております。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 アンケート調査では手続、予約が面倒だっていうことも言っておられたです

けど、これはどういった、ネット予約とかなんでしょうか、予約の仕方っていうのは。

○今城分科会長 渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 検診の予約方法でございますが、各医療機関で実施をされている個

別の検診につきましてはそちらの医療機関のほうで予約ということが主になっております。

それから、市の実施いたします集団検診、こちらにつきましては市のほうへの電話、来課

等による予約の仕組みを取っております。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 それで、１２月末から１月１５日まで延長するということで、お正月明けで

ということで、時期的にちょっと検診に気分的に向かわないのかなっていう感じはするの

で、どれほど効果がもともとあるのかなっていうふうに思います。

それで、実は去年の民生教育常任委員会の視察で八王子市に大腸がん検診とかそういう

受診率の向上のモデル事業をちょっとしとられて、そこで聞き取りなんかもしたんですけ

れども、これは検診をさらに受診率を進めるために民間の事業者なども巻き込んだものな

んですけれども、そこで私思ったのは、米子で民間巻き込むというのはなかなか難しいと

思うんですけれども、そこでの質疑応答の中で、受診期間を単に長くするのは逆効果だと

いうことで、むしろ期間限定感を前面に出したほうが効果的なんだということをその中で

言っておられて、そういったことももう一回考えられたらいいのかなと思ったり、それか

ら、アンケートも、受診勧奨の基礎資料としてのアンケートを取っているということで、

それで、直接、あなたは何で受診しないんですかと聞いても、多くは忙しいからという回

答しか返ってこないんだけれども、あなたの知人はなぜ受診しないのだと思いますかと問

いかけると、自分の思いも含めた様々な本音の回答が得られるっていう、こういうことも

言っておられたので、ちょっと１月１５日延ばしてるんですけど、これはちょっと見直し

をされたがいいかなっていうふうに私は思いますので、ちょっと検討していただきたいな

というふうに思いますが、どうでしょうか。

○今城分科会長 渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 検診期間の見直しについてのお尋ねでございます。先ほど御答弁し

ておりますように、令和３年度にもともと１２月末までだったのを１月１５日まで延ばし

たということでございます。やはり私どもの思いとしましては、委員おっしゃいますよう

に、短期集中型もあろうかとは思いますけども、やはり期間を少しでも長くすることで、

それぞれ検診に行ける時期といいますか、そういったことでのそれぞれの方あると思いま

すので、そういったこともありまして検診期間を延ばしたところでございます。

現状、検診期間を再度短縮しますと、例えば受診の枠、各医療機関でもできる検診の数
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っていうのは決まっておりますので短縮っていうのは考えておりませんけども、やはり検

診の期間、７月から１月１５日までだっていうところをしっかり周知、啓発をいたしまし

て、少しでも受診率の向上につなげたいというふうに思っております。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 そういうことですけれども、ちょっと検討は、今年、来年とまたありますの

で、ちょっと検討も念頭に入れておいていただきたいなというふうに要望します。以上で

す。

○今城分科会長 伊澤副市長。

○伊澤副市長 検討を否定するものではありませんけど、委員の皆さん覚えておられると

思いますが、このがん検診の受診期間については議会からの御指摘もあって、医師会のほ

うに御無理を言って延ばしていただいた経緯があります。もちろんどういうやり方がいい

のか、そして、受診率を上げるためにどういう工夫が必要なのかということは引き続きよ

く考えていきたいと思いますが、今錦織委員の言われた内容について直ちに対応すること

は、そういった経過からいくと難しいというふうに思っております。以上です。

○今城分科会長 よろしいですか。

○錦織委員 はい。

○今城分科会長 続きまして、６７ページ、１３３番、予防接種事業について。

安達委員。

○安達委員 部の最後になるかなと思うんですが、予防接種事業についてということで質

問をさせてもらいました。午前中は保険の険の字がちょっと、保険年金課というところで、

国保のことも聞いたんですが、私、多種接種の対象にしている事業というふうに思ってい

るわけですけれども、予算に対して決算と比較して不用額残額が多いかなと思っておりま

して、その評価とか理由、いわゆる評価内容、そういったことについてまず伺いたいので

よろしくお願いします。

○今城分科会長 渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 決算での不用額が多い理由、評価についてのお尋ねでございます。

本事業においては、予防接種法に規定します多くの定期予防接種を実施をしておりまして、

予算要求の際には、過去の対象者数や接種実績等を考慮しながら、希望される全ての方に

接種いただけるよう予算計上に努めておりますが、各予防接種の見込数と実績の差が積み

重なり、不用額が発生しているのが現状でございます。

また、特に令和４年度につきましては、国が子宮頸がんワクチンに関しまして、ワクチ

ンとの因果関係が否定できない持続的な疼痛等が見られたことによりまして、積極的勧奨

を控えていた時期がございました。その期間内に対象年齢を経過した方へのキャッチアッ

プ接種制度が開始された年でありまして、大幅な接種者数の増加を見込んでおりましたけ

ども、結果的に見込みよりも小幅な増加にとどまったことが、令和３年度と比べまして不

用額が多くなった大きな要因でございます。以上です。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 見込みっていうのはあくまでも見込みであってということです。そして、予

算を立てるに当たり、やはり大きめっていうですか、見込額を多く見込んで予算化される

でしょうけれども、あとは事業を推進するに当たって、いろんな形で、さっきもあったん
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でしょうけれども、いわゆる啓発とかお知らせとか、そういったことを、時々、たまたま

だったでしょうか、国の子宮がん検診のことで積極的な勧奨をってさっき話しておられま

したけれども、少し見込みが違っていったことによって現れた不用額かなと思って理解し

ました。

ただ、やっぱり早めに呼びかけて予防接種を受けてくださいっていう、多品目多種目の

事業があるかなと思いますので、これはまた新年度に向かっていきますが、ぜひ担当課と

して取り組んでいただきたいと思うんです。

２点目ですけれども、接種率の低いワクチンとか、そういった傾向、それとまた接種の

率の向上のためにどのような対策を練ったか、そういったことを、実際行われたことを教

えていただければと思います。

○今城分科会長 渡部健康対策課長。

○渡部健康対策課長 接種率の低いワクチンの傾向とその接種率向上のための対策につ

いてでございます。令和４年度におきましては、その上半期にＭＲワクチン、これは麻疹

風疹の混合ワクチンでございますが、こちらの接種者が例年と比較して少ない状況にござ

いました。ＭＲワクチンは定期接種として接種できる期間が短いワクチンであるため、接

種機会を逃すことのないように追加での個別勧奨を行い、結果的にはほぼ例年並みの接種

とすることができたところでございます。今後も各ワクチンの接種状況を注視しながら、

接種率向上に向けまして効果的な接種勧奨に努めていきたいと考えております。以上です。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 さっき錦織委員が別の事業で話された八王子市に、私も去年委員だったので、

行かせてもらったときに、ＪＲだったと思うんですが、駅の階段が結構高いんですよね、

段数が多いんで、そこに１段ごとに、検診を受けましょう、何々検診を、それを視察の冒

頭にすごいＰＲをしておられますねというのが、最初の歓迎の言葉を私が先に言ってしま

いましたけれども、何にしても検診とか、それから接種についての呼びかけはいろんな媒

体を使って呼びかけをしてもらって実績を上げていただきたい。これは要望に代えておき

ますので、よろしくお願いします。以上です。

○今城分科会長 では、福祉保健部のほうが全て終わったと思っておりますので、以上で

福祉保健部所管部分の審査を終了いたします。

予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午後２時０１分 休憩

午後２時０３分 再開

○今城分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

初めに、皆様にお伝えをしておきます。通告一覧表についてですが、５ページのところ

の一番下にありますこども相談課の２５５番の事業、１年生アドバイザー活用事業につい

てですが、こちらのほうはこども総本部のこども相談課と同じ部署になっておりますので、

こども相談課のほうで審査をさせていただきたいと思っております。具体的には１２９番

の事業番号の後にこの２５５番を入れさせていただいて、その次、事業報告ということに

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいですかね。

〔「はい」と声あり〕

○今城分科会長 では、議案第８１号、令和４年度米子市一般会計等の決算認定について
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のうち、こども総本部所管部分を議題といたします。

発言通告一覧表の４ページを御覧ください。決算に係る主要な施策の説明書３２ページ、

事業番号６４番、子どもの居場所づくり事業について。

錦織委員。

○錦織委員 子ども食堂についてお尋ねします。市内に事業を利用して立ち上げた子ども

食堂はこれまで何団体できたのか、年次ごとの件数をお尋ねします。

○今城分科会長 長谷川こども総本部次長。

○長谷川こども総本部次長兼こども政策課長 これまでの実績でございますけれども、令

和２年度に事業を始めまして、令和２年度が２件、令和２年度から令和４年度まで各年１

件ずつで、これまで計５件の利用がございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 この５つの子ども食堂は、実際の開設状況、例えば週１回とか月１回とか、

そういった状況をつかんでおられるのか、報告を求めておられるのか、お尋ねします。

○今城分科会長 長谷川こども総本部次長。

○長谷川こども総本部次長兼こども政策課長 開催状況の報告につきましては、まずこの

補助金の事業を利用された方に５年間の毎年の報告の義務を、報告するようお願いしてま

す。また、さらに、子ども食堂のホームページを米子市のほうで、広報支援ということで

開設しておりまして、その関係で、毎月、開催予定と開催状況、これを報告してもらうよ

うにしておりまして、そういうことで把握を努めているところでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 子ども食堂の開設への補助要件というのはどういうものがあるのか、主なも

のをお答えください。

○今城分科会長 佐藤こども政策課こども育成担当課長補佐。

○佐藤こども政策課こども育成担当課長補佐 補助金を交付されるに当たりましての要

件ということですので、お答えいたします。例えば立ち上げ後、先ほどちょっと答弁もい

たしましたけれども、立ち上げ後に５年間は継続して実施するように努めること。あと、

子どもたちの生活習慣を身につけたり、コミュニケーション能力の向上を図る取組を行う

こと。あとは、子どもだけではなくて、保護者との関わりに努めまして世帯の孤立を防止

するとともに、必要な支援につなげること。あとは、利用料についてなんですけれども、

１８歳以下の子どもは原則無料とすること。ただし、徴収をもしする場合には、食事やレ

クリエーション等の実費相当額程度の低額とすることなどの要件がございます。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 単に食事の提供だけでなくって、生活の習慣を身につけたり、コミュニケー

ションの能力の向上などということも併せて位置づけられてるっていうことが分かりまし

た。

このような子ども食堂が継続的に運営されるためにはどのような支援をしておられるの

か、現状の支援。それから、運営費や食料確保などの支援についての考え方についてお尋

ねします。

○今城分科会長 佐藤こども政策課こども育成担当課長補佐。

○佐藤こども政策課こども育成担当課長補佐 立ち上げられた子ども食堂に対してどの
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ような支援をしてきたかということでお答えさせていただきます。運営費についてなんで

すけれども、金銭的な援助はしていない状況でございます。

あと、食材の確保につきましては、市のホームページに子ども食堂等への食材の寄附の

お願いですとかを掲載させていただきまして、日頃から食材の確保に努めさせていただい

ております。

そのほかといたしまして、令和４年度には県と連携いたしまして、県下一斉のフードド

ライブ事業を、２回なんですけれども、開催いたしまして、ホームページですとかＳＮＳ

を通じて広く寄附を呼びかけて食材の確保に努めたところでございます。

あと、個別に子ども食堂を職員が訪問したりいたしまして、また、電話やメールなどで

問合せをしたりして、運営の状況を把握して、必要に応じて相談対応を行ったところでご

ざいます。

あと、先ほどの答弁にもございましたが、市のホームページに子ども食堂等の情報を掲

載いたしまして、広報の支援をしたところでございます。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 金銭的な支援はしないっていうことなんですけれども、電気代が高騰したり

とか、物価高騰とか、影響を受けていると思うんです。食材の寄附があってもやっぱり購

入が必要なものもあると思いますし、もともと子ども食堂っていうのはやむにやまれぬそ

ういう事情のある世帯の子どもさんに何とか食事を提供したいという、そういうやむにや

まれぬ思いで始まったものだというふうに思うんです。だから、本来は政府がやるべきも

のなんですけれども、そうして子ども食堂を立ち上げてやられているということなので、

私はほかの補助金とは違って、立ち上げに出したら、後は、側面的な支援はあるかもしれ

ないんですけど、運営費は出せませんっていうことではなく、やっぱり少し援助が必要な

施策じゃないかなというふうに思いますけれども、その点ではどうでしょうか。

○今城分科会長 長谷川こども総本部次長。

○長谷川こども総本部次長兼こども政策課長 子ども食堂の運営費につきましては、先ほ

ど申し上げましたように、現在は、一番お金のかかる立ち上げ時と、それと、食材ですと

かホームページの、そういった側面的な支援を行っています。

運営費の支援につきましては、やはりこれは持続可能性のある、持続的な運営をするた

めに支援を行います、支援がなくなった場合に運営が続けられなくなると、支援がないと

続けられなくなる形になってしまうこともございますし、それぞれ運営のやり方を既存の

建物や施設ですとかを利用して使われてる方ですとか、様々なやり方がございますので、

一概に同じようなやり方でやっておられるわけではございませんので、現段階では運営費

の支援をするということは考えておりません。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 ここはちょっと意見が違うとこなんですけれども、やっぱり運営費補助って

いうものはこの分野に限っては出すべきだというふうに申し上げておきます。以上です。

○今城分科会長 続きまして、４９ページ、９７番、子どもの学習生活支援事業について。

錦織委員。

○錦織委員 令和４年度で登録者数が倍増した理由はなぜかということで、小・中学生ご

との人数もお知らせください。
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○今城分科会長 長谷川こども総本部次長。

○長谷川こども総本部次長兼こども政策課長 令和４年度の登録者数が増えた理由につ

いてでございますけども、まずは年々体制を拡充してきておりますけれども、スクールソ

ーシャルワーカー、それから家庭相談員、こういったところからの紹介が大きかったんじ

ゃないかなと思っておりますし、児童扶養手当の現況届などの手続の際に紹介をさせてい

ただいたということ、それから、登録者の口コミなんかが、そういったようなことが作用

して、結果として増加したんじゃないかと考えております。

それから、内訳ですけれども、令和４年度は小学生が３３人、中学生が３８人、合計７

１人の登録でございました。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 以前、この学習支援事業で子どもさんの送迎をしているっていうこともお聞

きしたんですけど、その体制はどのようにされているのか、お尋ねします。

○今城分科会長 佐藤こども政策課こども育成担当課長補佐。

○佐藤こども政策課こども育成担当課長補佐 子どもたちの送迎についてなんですけれ

ども、令和４年度につきましては所管課でございますこども政策課の職員が交代で実施を

したところでございます。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 市の職員さんが交代でされているということで非常に温かい思いはするん

ですけれども、このやり方でよいのかなという思いもあります。当面これでやってみると

いうことでしょうけれども、その辺りどうなんでしょうか。

○今城分科会長 長谷川こども総本部次長。

○長谷川こども総本部次長兼こども政策課長 送迎の実施につきましては、まず令和５年

度におきましては、こども政策課のみならずこども総本部内で分担して行っております。

それと、もう一つ、やはり送迎の際に、お子さんからずっと交代で送迎してる関係で顔

なじみになったりとかということで、やはりいろんな相談があったりとか、ふだん家庭で

すとか相談員とか相談できなくてもそういった話ができたりとかいうこともございますの

で、そういったことでもそういった効果があるんじゃないかなと思いまして、現状ではこ

の方法を続けていきたいと考えております。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 そういう日頃得られない交流なんかもあるということで、ぜひこれは大変で

しょうけど続けていただきたいと思います。

こども☆みらい塾の効果について、先ほどもありましたけれども、子どもたちの様子だ

とか進学の状況はどうなのか、お尋ねします。

○今城分科会長 佐藤こども政策課こども育成担当課長補佐。

○佐藤こども政策課こども育成担当課長補佐 こども☆みらい塾に通う子どもたちの様

子、あと進学率についてなんですけれども、学習をしている様子を見ておりますと、子ど

もたちは大学生のボランティアに支えられてとても楽しそうに毎回活動しておりますので、

意欲的に参加しているんじゃないかなと言えると思います。

また、令和４年度の中学校３年生の高校の進学率なんですけれども、１００％でござい

ました。以上です。
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○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 学校との連携についてはどうなっているのか、お尋ねします。

○今城分科会長 佐藤こども政策課こども育成担当課長補佐。

○佐藤こども政策課こども育成担当課長補佐 学校との連携についてなんですけれども、

登録をしておられる世帯で保護者の方に承諾を得られました子どもさんにつきましては、

学校と子どもたちの情報につきまして共有をさせていただいて、必要な支援が届くように

連携をしているところでございます。

それから、学校の先生からこども☆みらい塾が必要な子どもたちを紹介していただくこ

ともございます。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 いろいろ聞かせていただき、ありがとうございました。以上です。

○今城分科会長 続きまして、４０ページ、事業番号７９番、婦人保護対策事業について。

錦織委員。

○錦織委員 相談委員の配置について伺います。専任相談員の人数、身分、資格について

伺います。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 専任の相談員の人数、身分、資格についてでございます。専任の

女性相談員を会計年度任用短時間勤務職員として２名配置しておりましたが、年度途中で

１名の欠員が生じております。資格要件につきましては、大学などで児童福祉、社会福祉、

児童学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科、またはこれらに相当する課程を

修めて卒業した方、または市町村の児童家庭相談窓口などで相談業務の実務経験がある方

を満たす方としております。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 ＤＶ被害者支援について、また早期発見、防止などは、相談から被害を見抜

くということなんでしょうか。あるいは、日常的な啓発を相談員がしているということな

んでしょうか、お尋ねします。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 ＤＶ被害者支援、児童虐待の早期発見についてでございます。相

談対応の中で、ＤＶや児童虐待が疑われるケースがありまして、そのときは女性相談員と

家庭相談員などが連携しまして、ＤＶや児童虐待の早期発見、早期防止に努めているとこ

ろでございます。

啓発につきましては、専任の女性相談員が公民館において、地域住民に向けてＤＶなど

を題材とした講座を開催いたしました。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 最初にお尋ねしましたのは、業務内容からすると正規職員対応が私は必要だ

と思うんですけれども、今、会計年度任用短時間の勤務職員で、しかも欠員が１名だとい

うことなんですけれども、私は正規対応が必要だと思うんですけど、どうなんでしょうか。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 現在も専任の女性相談員につきましては専門的な知識を有する

者を雇用しておりまして、相談対応としては適切に行っていると考えております。状況に
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応じては正規職員も相談対応を行っているところでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 それで、さっきちょっと言いましたけど、会計年度任用短時間勤務職員だか

ら駄目だっていうことじゃなくて、業務そのものが正規職員として採用するっていうこと

が必要じゃないかなというふうに思っているということと、そうでないにしても、短時間

勤務でできることなのかな、ましてや１人欠員ということなんで、全体の仕事の量だとか、

カバーは結局、補足するっていうのは家庭相談員がすることなんですかね。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 女性相談員の業務についてなんですけども、今現在欠員が生じて

おりますけども、職員の募集はかけているところです。正規職員につきましても、女性相

談の事務を分担しておりまして、業務については女性相談員と正規職員と一緒に進めてい

るところでございます。

今後につきましては相談件数ですとか困難ケースの増加などの状況を踏まえまして、正

規職員の配置も考えていく必要があるというふうに認識しております。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 今後については正規職員の配置もということで今答弁されましたが、やっぱ

り今欠員でということは、この条件というものは短時間の勤務ということで、余計就業条

件というのが悪いから人が来ないんじゃないかなというふうにも思いますので、ぜひそう

いう条件的なものも、処遇も考えて、ぜひ早く欠員を埋めるような努力をしていただきた

いということを要望します。以上です。

○今城分科会長 続きまして、５７ページ、事業番号は１１４番、家庭児童相談室運営事

業についてです。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 面接指導のところの助言と継続について、どのように違うのか、まず教え

てください。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 面接指導の助言と継続との違いについてでございます。助言指導

は１回から数回の助言、指示、説得、承認、情報提供などの適切な方法によって問題が解

決すると考えられる子どもや保護者などに対する支援になります。

継続指導につきましては、継続的な支援が必要な子どもや保護者などをこども相談課な

どへ来課していただいたり、必要に応じて訪問するなどの方法によって継続的にソーシャ

ルワークなどを行うものでございます。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。なかなか助言だけではなくて、長くにわたって支援をし続

けなければいけない方っていうのが多いんじゃないかなと想像しますので、様々な部署で

上がってくる相談対応に共通していることだと思いますけれども、しっかりと横の連携を

取りながら引き続きお願いしたいと思いますけれども、相談者に、それを傾向というか、

分析というか、ちょっと言葉がよく分かりませんけど、相談に来られる方の年齢であると

か、その子どもさんが第１子であるとか、多子なのかとか、世帯構成というような情報の

取り方っていうのはされていますでしょうか。その特徴があれば伺いたいと思います。
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○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 相談者の傾向についてでございます。委員がお考えのような相談

者の年齢ですとか、第何子ですとか、世帯構成などについての傾向については、集計は行

っておりません。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 一般質問で少し触れさせていただいたところにも通じるかなと思うんで

すけど、これだけの対応をしていただいていることを、より対応時間内だけの見えてる情

報だけではなくて、その人の背景っていうのをしっかりと見ていかないとどのような課題

が起こってくるだろうという想像にもならないと思いますし、ぜひ分析できるような情報

の取り方っていうのを検討していただきたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 集計につきましては相談件数の相談経路別や相談の種類別とい

った集計などを行っておりますけども、今後、そういった年齢ですとか世帯構成につきま

しては状況を見まして考えていきたいと思います。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 それが支援の相談内容の深掘りにつながるものだと考えていますので、ぜ

ひよろしくお願いいたします。以上です。

○今城分科会長 続きまして、ページ数が６１ページ、１２２番、５歳児健康診査事業に

ついて。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 実施方法について、まず伺っておきます。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 ５歳児よなごっ子健診の実施方法についてでございます。発達、

社会性、集団の場面で課題のある児童の早期発見、早期支援を目的に、年中児を対象に、

一次健診としてアンケートを実施して、アンケート結果より支援の必要あり、かつ相談希

望ありの保護者を対象に５歳児相談会を案内しまして、医師の診察を希望される場合には

二次健診を案内いたします。アンケート結果より、相談会を希望されない方や支援の必要

ありとならなかった児童に対しても、結果通知と併せて相談窓口の案内チラシを同封いた

しまして、心配なことがあればいつでも相談できることを周知しております。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 そのアンケートで支援の必要ありであるとか、相談希望をするというよう

な方っていうのは増えているんでしょうか。その傾向が見えますか。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 相談ありの人数の傾向についてでございます。相談の希望ありに

つきましては、直近の令和３年度、４年度で見ますと、令和３年度につきましては１１０

件の相談希望ありになっております。令和４年度は９６件と、３年度から４年度にかけま

しては多少減少しているというような状況でございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 聞き取りしていただいた中で、希望された方には相談会の案内が届いてる

というふうに説明を受けておりますので、その年によって、またコロナ等の影響で子ども
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さんとの向き合い方とかいろいろな不安具合というのの年によっての違いがあるかもしれ

ませんけれども、不安があって希望された方には確実な相談会につなげるような支援をお

願いしたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。

この健診に従事するスタッフについて、どのような方をお願いされて、どのように対応

されているのか、教えてください。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 ５歳児よなごっ子健診に従事するスタッフについてでございま

す。５歳児相談会では、心理士、発達支援員、学校教育課指導主事、保健師などが従事し

ております。二次健診につきましては、医師、心理士、発達支援員、学校教育課指導主事、

保健師などが従事して対応しております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。ありがとうございます。対応された方々への継続的なフォ

ローっていうのは何か基準なりを持って当たってらっしゃるんでしょうか、教えてくださ

い。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 相談会や二次的な健診につながる割合と相談希望者への継続的

なフォロー体制についてでございます。一次健診の結果、約２割が支援の必要あり、うち

約４割が５歳児相談会を希望しております。５歳児相談会を希望した方のうち、約３割が

二次健診を希望しております。５歳児相談会では発達子育て相談や就学相談を行いまして、

二次健診では医師の診察に加えて、保護者の希望に合わせて、幼稚園、保育園などの保育

者も同席して相談支援を行っております。要支援世帯の場合、地区担当保健師や家庭相談

室の相談員が同席しまして、継続的なフォローにつないでおります。また、個々の発達課

題や相談内容に応じまして、個別相談、巡回相談、就学相談会などにつないでおりまして、

保護者の就学への不安解消ですとか、児童への適切な対応や就学に向けての準備ができる

ように支援しております。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。５歳児健診、全国の中でも先駆的に取り組んでおられる事

業だなというふうに感じております。このことを事業の中ではいろんな分析をされていら

っしゃると思うんですけれども、しっかりとそれが次の取組を深めていくための情報共有

ができるような、私たち議員への報告もいただきたいなというふうに思っています。

私たちが見させていただいている決算の報告に対して、ここに上がってくるものだけで

はなかなかつかみ切れないところがありますので、ぜひ次年度以降には、今説明いただい

たような項目を何らかの形で入れ込んでいただければありがたいなというふうに思います

ので、要望しておきます。

○今城分科会長 続きまして、ページ数６３ページ、１２５番、産後ケア事業について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 産後ケア事業と、それから産後健診検査事業について、併せて伺っていき

たいと思いますし、それから、事務報告についての母子保健事業っていう部分についても

つながるところがあると思うので、併せて聞きたいと思うんですけれども、妊娠期からず

っと不安に寄り添っていけれる体制として十分なっているのかという当局のお考えについ
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て伺ってみたいと思います。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 妊娠期からの寄り添っての支援ができてるかっていうような質

問でございます。妊娠届出時の面談ですとか、妊娠８か月のアンケートや希望面談などを

きっかけに、妊娠期、産後の様々な不安や悩みに寄り添いまして、支援が必要な御家庭に

つきましては、妊娠期より地区担当保健師や家庭相談員などによる早期支援を行っており

ます。

また、妊婦健診や産後健診の機会を通じまして、医療機関と綿密に情報共有しながら連

携をしておりまして、サポートを行っております。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 具体的にそういった折々にニーズをつかまれてると思うんですけど、それ

は市としてどう把握されて対応されていますでしょうか。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 ニーズ把握についてでございます。ニーズの把握につきましては、

赤ちゃん訪問ですとか、乳幼児の健診などのタイミングを捉えまして、保護者の心配事で

すとか、希望する支援をお聞きしまして、産後ケア事業ですとか、産後ヘルプサービスな

どの個々に合わせた必要な支援ですとかサービスへつないでおります。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 これも先ほどと同じなんですけど、それぞれの事業にスタッフの皆様が関

わっていらっしゃると思うんですけど、支援を受ける側、妊婦はずっと同じ人なわけです。

事業としてぱつんぱつんと切られるんではなくて、その方々が流れていくような評価の仕

方といいますか、事業としては産後ケア事業であったり、産後健康診査事業であったり、

母子保健事業って出てくるんですけども、事業評価の仕方っていうのは、個を捉えてどう

関わっていったのかっていう、別角度での報告の仕方っていうのを求めておきたいと思い

ます。いかがでしょうか、それって、このそれぞれの事業は大事なことをされてると思う

んですけども、報告っていうのは、事業として、この人数がこうでしたっていうことでし

か上がってきてませんけど、そこにある問題みたいなものに対して、浮き彫るような報告

の仕方ってできないものでしょうか。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 そういった事業の評価とそれに通した総合的な評価についてで

ございます。出産後につきましては母子保健推進員ですとか、地区担当保健師などが赤ち

ゃん訪問などを行いまして、継続的に保護者の世帯には関わっておりまして、随時では保

健師ですとか栄養士などの職員が保護者の不安などに対応しながら、必要に応じて支援を

行っているところでございます。そういった地区担当ですとかの支援の状況については共

有しながら支援は進めて、評価などは随時行っているところでございます。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。ちょっと難しいことを求めちゃったかもしれませんけど、

次の質問にも通じるところですので、要望とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

○今城分科会長 続きまして、同じページ、１２６番、こども総合相談窓口運営事業につ
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いて。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 まず、相談件数の減少及び決算額の増額について、その理由を伺いたいと

思います。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 相談件数の減少及び決算額増額の理由についてでございます。相

談件数の減少の主な要因としましては、令和３年１２月にこども総本部を設置したことに

伴いまして、保育園の所管部署が市役所本庁舎からふれあいの里に移転をしたために、従

来、こども総合相談窓口において相談対応しておりました保育園の入園手続などに関する

件数をカウントしなかったことによるものでございます。

決算額増額の主な要因としましては、公用車の購入及びその維持管理費によるものでご

ざいます。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 今の説明は理解させていただきました。相談の件数によって何か対応が求

められたとかそういうことではないということは分かりました。

では、相談に当たる人材、そういった方々のことについて、どのような方がどのような

役割を果たしていらっしゃるのかっていうのを伺います。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 こども総合相談窓口の人材の配置についてでございます。こども

相談窓口では総合相談支援員を配置しておりまして、子育て家庭などから相談を受けまし

て、個別のニーズなどを把握しまして、子育て支援に関する情報の提供ですとか助言を行

いまして、子どもと保護者が必要とするサービスなどを円滑に利用できるように支援する

役割を担っております。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 先ほど来言っている母子のずっと継続した支援っていうところで、単独で

それぞれで相談していることと、総合相談窓口にやってきて把握できた問題、相談者って

いうのが全く別かっていったらそうじゃないというふうに考えているということで、それ

ぞれの地域ごとの取組であるとか、赤ちゃんの事前、地域による赤ちゃん訪問から、とに

かく母子が不安なことが相談できるような人間関係が構築できるようなこども総合相談体

制っていうのを求めておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。要望です。

○今城分科会長 続きまして、６４ページ、１２７番、産後健康診査事業ですが、先ほど

……。

○矢田貝委員 一緒で、終わりました。

○今城分科会長 よろしいですね。

○矢田貝委員 はい。

○今城分科会長 先ほどの件でよろしいですね。

続きまして、６５ページ、１２９番、出産・子育て応援交付金事業について。

錦織委員。

○錦織委員 これは１,９４３件と出てました。これは１０万円の給付を受けた件数なの

か、延べ件数なのかということをお尋ねします。
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○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 給付を受けた方か延べ件数かという質問でございます。こちらは、

１件当たり５万円の給付で、１,９４３件は延べ件数でございます。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 そしたら、出産前と出産後との件数をそれぞれお知らせください。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 １,９４３件の出産前、出産後の内訳についてでございます。妊

娠中の出産前出産応援給付金としましては、１,１９３件の給付となっております。出産後

の子育て応援給付金の給付としましては、７５０件の給付となっております。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 出産後の給付金が少ないっていうのは、年度末に出産前給付を受けた人が翌

年度に出産後に受け取るなどというタイムラグがあるので、そのぐらい、４００件ぐらい

違うんでしょうか。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 件数の違いについてでございますけども、委員のおっしゃるとお

り、件数の違いにつきましては、年度内に妊娠をして、年度が替わって出産をしてまた給

付となるといったような違いによるものでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 それじゃあ、事業効果について伺います。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 事業効果についてでございます。出産・子育て応援交付金事業で

すけども、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じまして、様々なニーズ

に即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産、子育てに係る

経済的な負担の軽減を図ることができました。そして、給付に当たりましては、面談を要

件の一つとしていることから、面談を通じまして相談に応えることで出産、子育てに対す

る不安への解消につながっているものと考えております。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 出産後、保健師さんの訪問なんかも、産後の訪問なんかもあると思うんです

けど、これ、あえてこの事業がなって思ったんですけど、やっぱり出産前の不安な状況だ

とか、出産後のお母さんとか子どもさんの状況なども総合すれば、やっぱりこの事業は必

要かなというふうにいろいろ聞いて思いました。ありがとうございます。以上です。

○今城分科会長 そうしましたら、５ページのほうを御覧ください。一番下の段、１２８

ページの事業番号２５５番、１年生アドバイザー活用事業について。

安達委員。

○安達委員 この事業ですけれども、成果とか決算の中身を見させてもらって、人員増を

検討したい旨の方向性を言ってはおられますが、現員数、人の数ですよね、比較して事業

の評価とか検討はどのように加えられたかをまず伺いたいと思います。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 １年生アドバイザー活用事業の現員数と事業の評価、検討につい

てでございます。
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本事業ですけども、令和４年度より１年生アドバイザー２名体制で開始しておりまして、

１年生児童の学校生活不適応の未然防止と解決に向けて小学校へ訪問をしまして、１年生

学級の授業を観察した上で、各保育施設などの特色ある遊びですとか学び、支援が小学校

の学習や生活につながるように、学級担任などに助言を行っております。

年度末時点で学級経営が困難な状況となった学級の報告などがなかったということはあ

りまして、この事業が効果的にその一助となったという成果があったというふうに捉えて

おります。

また、今後、１年生アドバイザーによるサポートが必要な学校への訪問回数ですとか訪

問依頼の増加などが推測されるんですけども、小学校のニーズを把握しながら、引き続き

適正な人員配置に努めていきたいというふうに考えております。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 令和４年度からの事業ということで今、教えてもらったんですけれども、そ

の中で言われた、いわゆる教員だけの助言サポートだけではなくて、子どもさんへの助言

もあるのかなと思ったりして聞いとったんですけれども、この事業効果っていうのはそこ

ら辺にもあるのかな、またそこを見いだしたいなと思って聞いておったんですけれども、

学校のニーズとかを言われたと思うんですけれどね、適正な人員配置を努めていきたい、

そこは期待したいと思います。

そのことで、今度、逆にこの成果を見たときに一般財源のみが記してあって、ほかの財

源、国とか県の財源というのは見いだせなかったのかなと思って、そこはお聞きしたいと

思います。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 財源についての措置についてでございます。

令和４年度につきましては、県、国に対しまして、１年生児童の学校生活不適応の解決

を図る人材確保に係る財政措置を講じるように要望していくところでございます。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 そこのところで要望って言っておられますが、もう向こうの反応とか、この

ことの事業を財源として加えるような意向とかっていうのは感じられるもんですか、どう

ですか。これからですか、相手の答えとしては。

○今城分科会長 松竹こども相談課長。

○松竹こども相談課長 財源、要望についての感触についてでございます。

県を通じて国に対しても要望を行っているところでございますけども、国の補助事業に

係る対象要件の拡充について、今年度の７月末に要望を行ったところでございまして、ま

た令和５年度に入ってから、県の、単県ですけども、子育て応援市町村交付金の措置が決

定されたところでございます。今後も国に対しての要望なども継続して行っておりますの

で、財源の確保に努めていきたいというふうに考えております。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 事業継続を言っておられますので、ぜひ財源もきちんといただけるものなら

なと思って聞いておりました。事業継続を進めていただきたいという要望を加えて、この

事業については以上です。

○今城分科会長 承知しました。
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それでは、４ページに戻りまして、確認いたします。次の事務報告に、母子保健事業に

ついても先ほど終わりましたからよろしいですね。

（「はい」と声あり）

では、５ページに移りたいと思います。

では、決算に係る主要な施策の説明書、４６ページ、事業番号９１番、放課後児童対策

事業（なかよし学級）について。

錦織委員。

○錦織委員 定員オーバーで入級できない子どもさん、待機児童数について、各学校ごと

にお尋ねします。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 各学校ごとの待機児童数でございますが、令和５年５月１日現在

で、なかよし学級全体の待機児童数は１０人でございます。学校別でございますと、福生

東小学校が５人、淀江小学校が２人、啓成小学校、車尾小学校、加茂小学校がそれぞれ１

人ずつでございます。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 今少子化といっても合計１０名の方が待機児童ということで、今後の見通し

についてはどうでしょうか。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 待機児童の今後の見通しでございますが、なかよし学級の待機児

童数については、５月１日現在で、令和３年度が２２名、令和４年度が１７名、令和５年

度が１０名となっており、減少傾向でございます。今後も児童数の減少や民間の学童クラ

ブの参入により、入級者数は減少していくものと考えておりますが、今後も低学年を配慮

とした可能な限り受入れ人数を増やしていくことで引き続き待機児童をなくしたいと考え

ております。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 昨年の決算指摘事項で、土曜日の開設検討もするようにということになって

たんですけど、これについてはどういう検討されてるんでしょうか。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 土曜日の開級の検討についてでございますが、なかよし学級では、

現在週休日については第３土曜日のみ開級しており、平日より利用人数は少ないものの、

一定の需要はあるという認識を持っております。現在は、保護者からの御意見等を踏まえ

まして、開級時間を早めることについて優先的に取り組んでおり、令和６年度から学校休

業日の開級時間を８時とするため、指導員等の勤務時間の調整など、体制整備に着手して

いるところでございます。土曜日の開級につきましては、人員の確保が最大の課題となっ

ておりますが、多様なニーズに応えられるよう、今後も取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 現在やってる月１回の土曜日の開催が平日より少ないっていうのは、月１回

だから本来のニーズに合ってないっていうのが大きな原因だというふうに思います。要望

はあるということです。引き続き努力していただきたいと、これは要望しておきたいと思
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います。以上です。

○今城分科会長 続きまして、４７ページ、９４番、なかよし学級施設整備事業について。

錦織委員。

○錦織委員 今後の改修整備計画はどのようになっているのかお尋ねします。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 今後の改修計画についてでございますが、なかよし学級のうち、

学校校舎内に開設されているのが１３校ございまして、こちらにおきましては、校舎の改

修に合わせて整備を行っていきたいと考えております。また、なかよし学級専用の８施設

につきましては、一番古いものでも地区年数が２２年でございまして、引き続き修繕、維

持管理に努めてまいります。

また、車尾、淀江につきましては、児童館で運営を行っておりますが、それぞれ築年数

が５９年、４８年が経過しており、当面はその都度必要な修繕や改修を行って維持管理し

ていくものとしておりまして、将来的に施設の在り方について検討する必要があると考え

ております。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 今年、啓成小学校も改修とともになかよし学級もいいのが造られて本当によ

かったなというふうに思いますが、全体としてはなかなか改修計画進まないっていう状況

です。それで、その中でも、児童館で学童保育をやっている車尾と淀江のほうなんですけ

ど、両方とも古いんですけど、特に車尾のほう、児童館はすごい手狭でもありますしね、

あそこ。それから木造ということで、ちょっとこれ、木造で５９年っていうのはあんまり

じゃないかなっていうふうに思うんですよね。在り方も含めてっていうふうにさっきおっ

しゃいましたけれども、早急に検討をすべきじゃないかと思いますけれども、見解はどう

でしょうか。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 車尾児童館の改修についてでございますが、おっしゃるとおり５

９年と、木造ということもありまして老朽化はしている認識はございます。その都度内装

等の改修のほうは随時しておりまして、環境の整備については整えておりますが、躯体的

な工事につきましては、今後検討を進めてまいりたいと考えております。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 あそこもあれでなかなかかわいい感じの児童館になってて、それはそれでい

いんですけど、子どもも増えてますし、学童保育の施設としてはどうかなっていうのはや

っぱり思いますので、児童館は児童館、なかよし学級はなかよし学級ってね、分けて考え

たほうがいいのかなって思ったりもしますし、ぜひ検討をしていただきたいと思います。

これ要望しておきます。以上です。

○今城分科会長 続きまして、５２ページ、１０４番、公立保育所等運営事業について。

錦織委員。

○錦織委員 これ、予算残を一部次年度に繰り越しするということで、そのちょっと理由

をお知らせください。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 繰越しの理由についてでございますが、こちらにつきましては、
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新型コロナウイルス感染症拡大防止の事業補助金でございまして、国の令和４年度２次補

正に伴いまして、３月の議会におきまして予算化したものでございます。こちらを令和５

年度の執行用として繰り越しております。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。それで、私のその下のこども支援課の事業番号１０３番と１

０５番は同じ理由なので割愛させていただきます。

○今城分科会長 何番ですか、すみません。

○錦織委員 １０３番、１０５番の錦織のところは。

○今城分科会長 １０３番、１０５番の２つでよろしいですね。

○錦織委員 はい、すみません。

○今城分科会長 承知いたしました。

○錦織委員 以上です。

○今城分科会長 あと３つありますが、進ませていただいてよろしいですか、取りあえず

ね。

そうしましたら、１６５ページのところの３点あります。物価高騰・新型コロナウイル

ス感染症に関する主な支援事業の中の「放課後児童対策事業」、同じような内容ですので、

全て一緒にしていただいてよろしいですか。

（「はい」と声あり）

そうしますと、民間児童クラブ、なかよし学級、それから公立保育所等運営事業に関し

て、３点同時にさせていただきたいと思います。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 あわせて、もうあと３行、４行下の私立保育所についても同じことです。

○今城分科会長 承知いたしました。では、私立保育所についてもお願いします。

○矢田貝委員 この決算の主な施策の説明書の中の１６５ページからが、物価高騰・新型

コロナウイルス感染症に関する主な支援事業というまとめをしていただいております。こ

れ、総合政策課のほうにもぜひこのコロナが始まってからの様々な事業をどのようにされ

てきたのかっていうので分かるようにまとめていただけませんかっていったところで、こ

れは４年度の決算っていうことで今回の質問もそれだけの答弁になるのかもしれませんが、

選ばせていただいたのは、コロナウイルスの対策として物品をどのようなものを買ってき

たのかっていうのを伺いたいと思います。それぞれの課からの御答弁になると思いますが、

まず単価がどのような大きいものがあったのかというところも含めてお教えください。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 感染症、コロナ対策の物品についてのお尋ねでございますが、ま

ず、こども施設課のほうから、民間放課後児童クラブ、なかよし学級、公立保育園、併せ

て答弁させていただきたいと思います。

こちらの物品につきましては、ほぼ３種類とも同様なものを購入しておりまして、単価

の大きなものとしては、子どもたちが一定の間隔を保つためのテーブル、机、椅子、また

は適切な換気を行うための空気清浄機、または検温を迅速にするために非接触型の体温計

などを購入しております。いずれも各学級や保育園ごとにニーズに応じて購入しておりま

して、５類移行後においても必要に応じて使用されているものでございます。
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○矢田貝委員 ほかの……。

○今城分科会長 ほかのところはよろしいですか。私立保育所に先に答弁求めましょうか。

長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 私立保育所の消耗品以外の購入物品、単価が高いものということ

でございますが、単価が高いものにつきましては、やはり空気清浄機であったり、抗ウイ

ルスのクッションマット、園児さんが上で乗って遊ぶようなものであったり、園児用の２

人がけの机などを購入をされております。

○今城分科会長 矢田貝委員、いいですか。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 これは、それぞれの施設のほうから申請があって、オーケーが出たら買わ

れて、そこに予算がついていったという流れだったんでしょうか。どこかから決裁を採っ

て買いにいかれたっていうことだと思うんですけど、どういった流れだったんでしょうか。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 購入方法でございますが、各施設ごとに総額金額、対象金額決ま

っておりまして、施設ごと４０万円、ケースが多いんですが、４０万円の予算のうちにこ

ういった感染対策の用品が買えるというメニューを提示しながら各施設が購入したものを

補助対象としてるという状況でございます。

○今城分科会長 矢田貝委員、次、いいですか。

長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 私立保育所につきましても、買える補助対象になるものというの

を提示いたしまして、交付申請をいただいて、買った後に実績を出してもらってお支払い

をさせてもらうという流れでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 紫外線を使っての殺菌庫というようなものっていうのは御購入はされて

ないんでしょうか。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 購入自体はございませんが、寄附という形でいただいた殺菌庫は

ございました。ただ、これも製品によりまして紫外線の届く範囲が限定されてまして、本

当に殺菌ができてるかどうかっていう精度にばらつきがあるものですから、これについて

はあまり使用ができてなかったっていう状況でございます。おもちゃなんかでございます

と、コロナ対策としましては３日間で菌が死ぬというようなエビデンスもありましたもの

ですから、消毒をし、３日間放置をしたり、または３日ごとに交換をしたりという形で対

応したものでございます。以上です。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 私立保育所のほうでは、殺菌庫というようなものの購入はござい

ませんでした。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ありがとうございます。

この報告をいただいたものっていうのは４年ということだと思うんですけど、子育て支

援センターとかっていう部分でのコロナ対策の物品購入っていうのはどこがどのようにさ
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れたんでしょうか。

○今城分科会長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 子育て支援センターの物品の購入ということになると、こども相

談課のほうで子育て支援センターのほうのそういった、今言われたとおり、購入が必要な

ものがあれば購入するような形を取っておりました。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 この本当にコロナ禍で大変な中、精いっぱいそれぞれのコロナ対策、感染

症拡大の物品購入もされた思うんですけども、少しコントロールができてもよかったんじ

ゃないかなって思うところが、実は私はあります。これからのことなんですけれども、５

類に移行したということもありますが、まだまだ、下火になってきたとはいえずっとこれ

から続く感染症対策になってくると思いますので、今後どうしていくのか、買ったものが

無駄にならないような、でも、より過敏にはなり過ぎずしっかりと個々の対応が持続でき

るようなやり方というのも必要じゃないかなと思っておりまして、そういった意味で、物

品を購入するときにはそれぞれの施設から予算があって設備を整えていったり物品を購入

されたと思うんですけど、今後はそこら辺のコントロールをぜひともしていただきたいと

いうことは要望しておきたいと思います。以上です。

○今城分科会長 承知しました。

そうしますと、こども支援課の５５ページ、１１０番、ファミリーサポートセンター運

営事業について。

錦織委員。

○錦織委員 年々件数が増えているんですが、依頼会員に対して援助会員が圧倒的に少な

いですが、断っている例があるのかどうか、お尋ねします。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 依頼会員に対して援助会員が少ないため断っている例があるの

かということでございますが、断っている例はありますが、子どもさんに、例えば持病と

か疾病というようなところがあって、緊急対応が必要となりそうというようなケースにつ

いては、面談を援助会員と依頼会員さんでさせてもらうときにお話をよくよくされて、断

るということはあるようですが、ケース的にはかなりまれですので、頻度としては数か月

に１度あるかないかというところでございます。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 分かりました。それで、場合によっては保育園などの送迎とかっていう、保

育園とか学校の送迎、病院の送迎とかもあると思うんですが、この場合に、車の利用をさ

れた場合、これはサポートセンター保有のものなんでしょうか。お尋ねします。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 送迎時の車を利用する場合は、送迎車は援助会員の自家用車を使

っていただいておりまして、ここについては損害保険等々の保険を掛けて運用をしておる

ところでございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 通常はサポートセンターの何か車を利用するっていうことはあんまりない

んですか。
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○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 ファミリーサポートセンターの車は使用はしません。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 その場合、援助会員さんに車を出すっていうことで、それなりの費用という

ものは併せて負担されておられるんでしょうか。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 損害保険を掛けるだとかっていうところで、それに対して車のお

金ということでは出してはいないですっていうことです。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 ちょっと今ガソリン代とか何かすごく高くなったので、そういったことなん

かもちょっと気になったもんですから聞いたんですけど、そういうのは特に支援員さんの

普通の経費だけですかね。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 そこのところの支援というか、経費については今のところ出して

はおりません。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 それも込みの、多分援助会員さんがもらわれる費用だと思うんですけれども、

そういうことも考えたほうがいいのかなっていうふうに、私個人では思いますけども、そ

のことだけをお伝えしときます。以上です。

○今城分科会長 続いて、同じ項です。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 私も錦織委員と同じことを案じてるところなんですけども、そもそものこ

の事業の目的というところについて確認をさせていただきたいと思います。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 保護者の方が子どもを育てやすい環境を整備し、児童の福祉向上

を図ることを目的とした仕事と育児の両立を支援するための事業でございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 双方、援助会員の側、または利用する側からどのようなニーズがあるのか、

そのニーズの把握の方法について、またどのような内容があるのか教えていただけますか。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 調査というような形でのニーズ把握は行っておりませんが、現在

委託をしておりまして、ちょっと委託先に聞き取りをしたところ、特に依頼会員と援助会

員からのこうしてほしい、ああしてほしいというところの意見はないというふうに聞いて

おります。依頼会員、援助会員ともに御自分の生活スタイルであったりだとか、子育ての

スタイルであったりだとか、それぞれがそれぞれのニーズに合ったように利用されている

というふうに考えております。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 定期的な利用者にはマッチングといいますか、その都度変わることはなく、

この方にはこの方っていうマッチングができていってると思うんですけど、その辺りって

いうのはそういう認識で間違いないでしょうか。
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○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 ７割が保育所であったり学校であったり、習い事の送り迎えです

ので、できるだけ子どもさんのほうにもその都度その都度人が変わってちょっと不安だわ

ということがないように、同じような会員さんで利用のマッチングをさせてもらっている

ところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ファミリーサポートセンター運営事業がよりうまく利用されて、地域の支

え合いの形の大きな力になるものと思っておりますので、期待をさせていただきます。

これ、私、意見なんですけれども、自分が預け先がないときに、本当に頼れる先がファ

ミリーサポーターさんっていうことになると、本当に行き詰まったときとか、様々な支え

っていう部分があると思います。その辺で、もし困ったことがあったら自分経由ででも行

政につなげれるんだよというような、そこの信頼関係だけの援助者とサービス利用者さん

だけの間で完結するのではなくて、そこから引き揚げていただけるような課題の把握の方

法っていうのもあるんじゃないかなと思っております。何らかの工夫がしていただければ

よりいいかなと思います。お願いでございました。以上です。

○今城分科会長 そうしますと、ほかにはございませんね。

以上で、こども総本部所管部分の審査を終了いたします。

予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午後３時１２分 休憩

午後３時３０分 再開

○今城分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

次に、議案第８１号、令和４年度米子市一般会計等の決算認定についてのうち、教育委

員会所管部分を議題といたします。

発言通告一覧表６ページを御覧ください。決算に係る主要な施策の説明書、１３１ペー

ジ、事業番号２６１番、小学校運営標準経費について。

安達委員。

○安達委員 発言を気をつけないけんですけれども、私がこの事業報告を見て、非常に目

に留まったところがあって、その項目が項目の主眼だったんですが、後で訂正をいただき

まして、平準化されたっていうか、平年並みのいわゆる事業経費で収まったんだというこ

とが分かりましたので、それはそれで置いときまして、今は一旦、これは市内２９校、小

学校。

（「２３校です」と声あり）

ごめんなさい、２３校の全額、小学校のいわゆる運営標準経費ということ、ごめんなさ

い、２３校ですね、ということの積算の考え方をまず伺いたいと思います。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 学校運営標準経費の積算の考え方でございますが、まず答弁の前

に、９月８日付で、先ほども御紹介ございましたが、運営経費の決算額が誤っておりまし

た。訂正書を提出させていただいておりますが、令和４年度の決算額が１億６８８万５,

０００円の誤りでございます。おわびして訂正させていただきます。こちらも単純な積算

ミスでございまして、最終予算額でございますとか決算額、その他財源内訳でその金額違
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っておりますので、よろしくお願いいたします。

そうしますと、学校運営標準経費の積算の考え方でございますが、本事業につきまして

は、各学校の運営に当たりまして、標準的に必要となる机、椅子など学校用器具や事務費、

事務用品の購入費用、施設の軽微な修繕のための費用、郵便費用や各種手数料について積

算し、予算化しているものでございます。また、この予算は、各学校に配分しておりまし

て、各学校の裁量で適宜執行しているものでございます。以上です。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 積算内容を教えていただきました。それぞれ学校の必要経費、毎年度、継続

的に学校運営をされるわけですから、予算化され、そしてまた支出されるというふうに取

りました。大きな額ですので、これ中学校も合わせるとまた別の額を予算化せないけんで

すけれども、その財源ですけれどね、国・県の補助金とか、そういったものが財源措置と

してあるのかお聞きします。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 財源についての御質問ですが、本事業につきましては、学校施設

の標準的な運営に要する費用でございますので、普通交付税の算定対象として基準財政需

要額に計上されていることから、国・県からの補助金はないものでございます。以上です。

○今城分科会長 安達委員。

○安達委員 冒頭で話ししましたし、課長のほうからもありましたように、ここの質問を

上げるに当たって大きな額が見えたんで、一瞬、それぞれの項目や背景、そして評価につ

ながるものとして聞こうと思ったんですが、以上で私の質問は終わります。

○今城分科会長 そうしますと、次、１３６ページ、２７１番、小学校特別教室等空調設

備改修事業について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 その一つ下の中学校のことについても一緒に聞かせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

この事業計画について進捗状況、今年度の終了となっているというふうに聞きましたけ

れども、御説明いただけますでしょうか。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 空調設備の今後の整備と事業計画についてでございますが、本事

業は、平成５年から９年度にかけまして整備した各学校の図書室、音楽室、保健室、職員

室、校長室の空調設備につきまして、平成３０年度から年次的に改修を行ってきた事業で

ございまして、令和４年度につきましては５校について改修を行ったところでございます。

令和５年度につきましては、４校の改修を予定しておりまして、これら教室等に設置した

空調設備の改修については、令和５年度で全て改修を終えることとなりました。今後の具

体的な事業計画はございませんが、２０年余り経過すると改修が必要となることから、平

成３１年に一斉に整備した普通教室の空調設備と併せて順次整備していきたいと考えてお

ります。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 図書室、音楽室、保健室、職員室及び校長室の空調設備がこれでめどが立

つということだと思います。その他の未設置の教室の現状っていうのはどんな感じになる
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んでしょうか。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 未設置の教室についてでございますが、特別教室のうち、理科室、

美術室、技術室、家庭科室などが特別室の未設置の教室でございます。こちらにつきまし

ては、重要な設備だと考えておるところでございますが、他の事業との優先順位を考えな

がら順次整備してまいりたいと考えております。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 この事業の説明ですので、今の質問っていうのは関係ないことではありま

すけれども、この環境の中ですので、計画以外の特別教室についてもぜひ前向きな検討を

求めておきたいと思います。以上です。

○今城分科会長 そうしますと、１６５ページの物価高騰対策の支援のうちですが、小・

中学校の感染対策ということになってますが、これも終了でよろしいですか。

○矢田貝委員 はい、いいです。

○今城分科会長 聞かれますか。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 先ほどいただいた小学校も、さっき課長からいただいたものといいますか、

それでよろしいと思います。

○今城分科会長 よろしいですか。

○矢田貝委員 いいです。

○今城分科会長 斎木こども施設課長。

○斎木こども施設課長 コロナウイルス感染対策の物品についてでございますが、先ほど

保育園等でお答えしましたものがほぼ共通して整理したものでございまして、スポットク

ーラーでございますとか適切な換気を行うための空気清浄機、あとは学校でございますと

分散授業、オンライン授業などを実施した通信機器等も併せて購入を進めたところでござ

います。以上です。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 承知しました。これからのコロナはずっと居続けるウイルスですので、そ

の対策で必要なときに慌てることがないような、買われた物品が有効に活用できるように

望みたいと思います。以上です。

○今城分科会長 では、続きまして、１３３ページ、２６６番、準要保護児童就学援助事

業（小学校）。

錦織委員、これ、どうしますか、中学校も一緒にしますか。それとも１つずつがよろし

いですか。

○錦織委員 ちょっと何か別にしたほうがいい気がします。

○今城分科会長 では、小学校のものをお願いします。

○錦織委員 じゃあ、小学校のほうのです。令和４年度のそれぞれの学用品費、新入学用

品、修学旅行費の支給金額と支給日についてお尋ねします。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 学用品費の支給額は、令和４年度は２,０９０万１,４１０円です。

年度末の３月に一括支給をしておりまして、令和４年度は令和５年の３月７日に支給をし
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ております。

新入学用品費につきましては、決算額は１,０１０万９,８８０円です。令和４年度の新

入学生につきましては、令和４年の２月７日に支給しております。そちらのほうは令和３

年度の予算で支払いをしておりますので、令和４年度の新入学用品費としては、５年度の

１年生を対象に支給しておりまして、令和５年の２月３日に支給をしております。そこの

令和５年度になってから申請があった児童、認定になった児童につきましては６月２７日

に支給をしております。

修学旅行費ですが、支給額としては５５２万４,５８５円で、各学校において修学旅行の

実施時期に合わせて支給しておりますので、支給日は学校によって異なっております。以

上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 皆さんから要望があって年度内にそれぞれ次の年の準備ができるようにと

いうことで、修学旅行費も修学旅行の前に支給されるっていうことでいいですね。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 修学旅行の支給の日につきましては、学校によって集金の方法が

違いますので、先に保護者が負担をしておられる学校もありますので、学校に払う場合と

保護者に直接払う場合とがございます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 修学旅行費もできるだけ事前にということがいいと思うんですけど、学校に

よってそれぞれ違うということなので、仕方がないかなというふうに思います。

それでは、この準要保護児童の認定です。令和２年、３年、４年度のそれぞれの、認定

者数は出てるんですけど、児童総数に対する割合っていうものはどのくらいになるのかお

尋ねします。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 令和２年度から４年度のそれぞれの児童総数に対する準要保護

の児童数の出現比率ということですが、令和２年度が２０.６％、令和３年度が２１.１％、

令和４年度が２０.８％でございました。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 大体２０％を超えているということが分かります。

それでは、これなんですけど、こういった中で、スポーツ少年団、クラブ活動なんかの

費用について、その支援についての考え方をお尋ねします。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 スポ少とクラブ活動費用などは就学援助の支給対象とはしてお

りません。こちらについての支援については今のところ考えておりません。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 全体的に子どもたちが、小学校だと全てがスポ少とかクラブ活動をみんなや

ってるっていうことはないとは思うんですけども、それぞれが参加したいと、やりたいと

いうことが、なかなかお金の問題で抑制されることがないように、やはり支援のことも今

後考えていただきたいというふうに思います。この件については以上です。

○今城分科会長 承知しました。
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続きまして、１４１ページ、２８２番、準要保護生徒就学援助事業（中学校）について。

錦織委員。

○錦織委員 それでは、同様に、令和４年のそれぞれの学用品費、新入学用品、修学旅行

費の支給金額と支給日についてお尋ねします。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 中学校の学用品費につきましては、１,９１０万４,８７０円が支

給額でございます。支給の日は令和５年の３月７日、小学校と同じときに支給をしており

ます。

新入学用品費につきましては、支給金額が１,４４０万円でございます。支給の日につき

ましては、令和５年の２月３日、小学校と同じで、それ以降、就学援助の申請があって該

当になる方については令和５年の６月２７日に支給をしております。

修学旅行費の支給額は９３９万５２３円でございます。こちらのほうも学校によって徴

収の方法等が異なりますので、実施の時期に合わせて支給をしているので、支給日は学校

によって異なります。以上です。

○錦織委員 分かりました。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 それでは、同様に、認定者数の令和２年、３年、４年度のそれぞれの生徒数

に対する準要保護生徒数の出現比率を教えてください。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 令和２年から４年度の準要保護の生徒数の出現比率ということ

でございますが、令和２年度は２３.４％、令和３年度が２３.３％、令和４年度が２２.

８％でございます。以上です。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 中学校になると少し出現率が高くなるということが分かりました。

それで、部活費用、中学校になりますと、大体部活を皆さんされるということで、この

部活費用なども結構経済的な負担が大きなものなんですけれども、これに対する支援につ

いての考え方をお聞かせください。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 部活費用については就学援助費の支給対象とはしておりません。

部活費用に対する考え方というか支援についてですが、現時点では考えておりません。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 先ほども言いましたように、小学校のときに比べて３％ぐらい多くなってい

るんですね。いうと４人に１人ぐらいな感じで、就学援助を受けておられるという方が、

援助を受けている方が、世帯が増えてるということなので、やっぱりそれだけ生活実態は

苦しいというふうに思うんですね。なぜかっていうと、お分かりのように部活だといろい

ろユニホームだとか、靴だとか、靴っていうかシューズっていうのか、そういったのもの

が具体的にどんどん出てくるので、やっぱりこれがお金がないからできないっていうこと

を中学生でさせてはいけないというふうに思うんですね。だから、これについてもぜひ考

えて、これからは一部支給するということも必要だと思いますし、それから４番目に自転

車購入費用、これも必ずっていっていいぐらい入学の時期には大体自転車を購入する方多



－68－

いんですけれども、この一部援助についての考え方についてもお尋ねします。

○今城分科会長 長尾こども支援課長。

○長尾こども支援課長 通学用自転車の購入費につきましては、現時点で就学援助費の支

給対象はしておりませんで、ここについても現時点では考えておりません。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 部活費用と同時に、部活で自転車も必要だと。歩いて通学するっていうこと

もある生徒さんでも、部活の関係で自転車であちこち行くっていうこともあるので、自転

車っていうのはどうしても必要になってくるということだと思うんです。これまではそう

いった費用は考えなかったっていうことなんですけれども、今後についてはこの部活の費

用だとか、自転車購入費用の一部を支援するっていうことをぜひ考えていただきたいと思

うんですけれども、教育長さん、どうでしょうか。

○今城分科会長 浦林教育長。

○浦林教育長 今の課長のほうが答弁したとおり、現時点では考えておりませんけれども、

状況を見ながらそういったことは総合的に支援をしていく、そういった形でいきたいなと

いうふうに思ってます。

○今城分科会長 錦織委員。

○錦織委員 総合的に考えていきたいという教育長さんの答弁でしたけれども、このこと

については指摘事項にしておきたいと思いますので、お願いします。

○今城分科会長 分かりました。よろしいですね。

次は、１２６ページ、２５１番、スクールソーシャルワーカー活用事業について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 本年度決算額、それから当初予算額、次年度予算額っていう流れを見ます

と、スクールソーシャルワーカーの３名からの増員っていうようなことから決算額が見え

てくるんですけれども、この増員についての事業評価、課題について伺います。

○今城分科会長 西村教育委員会事務局次長。

○西村教育委員会事務局次長兼学校教育課長 では、増員後の事業の評価及び課題につき

ましてお答えします。

本市のスクールソーシャルワーカーは、令和３年度に３名体制を令和４年度増員して８

名体制としていただきまして、この８名を情報を集約して全体をまとめる統括スクールソ

ーシャルワーカーと校区担当スクールソーシャルワーカーとして配置しまして、より効果

的な支援につなぐようにしたところでございます。

成果としましては、まず対応した対象の児童生徒数が令和３年度１１５名であったとこ

ろが令和４年度は２５７名と、まず対応児童生徒数そのものが増加しております。

また、内容につきましては、例えば学校や家庭への訪問回数が増え、児童生徒の様子を

見ながらアセスメントをしたり、あるいは長期間家にいた児童生徒の家庭訪問からぷらっ

とホームへの入級につながったりするなど、これまで以上に効果的な支援が行われるよう

になってきております。ただ、生徒指導上の課題でありますとか、児童生徒を取り巻く環

境は年々多様化、複雑化してきておりまして、現在の配置状況を検証しながら引き続き効

果的な運用に努めてまいりたい、そのように考えております。

○今城分科会長 矢田貝委員。
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○矢田貝委員 本当にこのスクールソーシャルワーカーの増員っていうのは大きかった

と思います。福祉との連携っていうところも今後さらに必要な課題じゃないかなと思って

おりますので、これは意見でございます。

それで、人材の確保ですけど、３名から８名、まだ今年度も増員されてるっていうとこ

ろでどのような確保の仕方、どのような資格者を雇用されてるのか伺います。

○今城分科会長 西村教育委員会事務局次長。

○西村教育委員会事務局次長兼学校教育課長 人材確保についてのお尋ねでございます。

本市のスクールソーシャルワーカーは、社会福祉士や精神保健福祉士等の有資格者３名、

また、学校教育経験者の中で生徒指導対応や相談対応、保護者支援等にたけた者

を５名配置しております。

また、配置するだけじゃなくて、医療や福祉の関係者とスーパーバイズ契約を結びまし

て、定期的にケースのアセスメントでありますとか、プランニングについて助言を得てお

ります。このスクールソーシャルワーカーは多様な知見やスキル、経験が必要となる業務

に対応するために、県教育委員会や児童相談所などの福祉部局が開催する研修会に積極的

に参加しまして、一人一人の資質向上に努めておるところでございます。

また、運用面につきましても、統括スクールソーシャルワーカーと校区担当スクールソ

ーシャルワーカーが連携して対応するなど、工夫しながら適切な支援につながるよう努め

ているところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 分かりました。今後ともしっかりと支援をお願いしたいと思います。あり

がとうございました。

○今城分科会長 続きまして、ページ数１２９ページ、事業番号２５７番、教育支援セン

ター「ぷらっとホーム」運営事業について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 学校になじみにくい方がやっとの思いでつながっていらっしゃると思い

ます。学習支援だけではなくて、それぞれのやりたいこと、意欲を引き出すようなことっ

ていうのも支援されていると思いますけれども、具体的にどのように行っていらっしゃる

のか教えてください。

○今城分科会長 西村教育委員会事務局次長。

○西村教育委員会事務局次長兼学校教育課長 では、学習支援の内容でありますとか、そ

ういった個性を伸ばすような支援につきましてのお尋ねでございますが、様々な状況の子

どもたちが通ってきておりまして、そういった子どものニーズにできるだけ合うように、

本人や保護者と学習内容でありますとか過ごし方をまず一緒に考えながら生活を行ってい

るところでありまして、内容としましては、まず学習面は、例えば１人１台端末での学習

でありますとか、あるいは学校で使用している教科書、教材を活用した学習を行っている

ところでございます。また、水彩や木工、裁縫や手芸、調理などの創作活動を行ったり、

利用する子ども同士でボードゲームをしたり、体育館を使って運動したり、あるいは中庭

を活用して花や野菜の栽培を行ったりもしているところでございます。子どもたちの取組

状況でありますとか定着の状況は様々でありますが、できるだけ個に応じた支援になるよ

う努めているところでございます。
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○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 本当に計画どおりにいかない状況だと思いますので、御苦労されていると

思いますが、少しでも来られたお子さんに対して安心な居場所になるような取組を引き続

きお願いしたいと思うんですけれども、そこに関わっておられる地域の方々っていうのは

どのような関わりをされていらっしゃるんでしょうか。

○今城分科会長 西村教育委員会事務局次長。

○西村教育委員会事務局次長兼学校教育課長 地域の方っていうのは広範囲にわたりま

して、米子市全体、あるいは場合によっては米子市の外のほうから外部講師としていろい

ろお招きをしまして、主に体験活動ですね、子どもたちの日常の活動以外の体験活動の支

援をしていただいているところでございます。少し具体的に申しますと、例えばプログラ

ミング教室でありますとか、あるいは臨床美術教室を実施したほか、そば打ち体験、陶芸

教室、あるいはボッチャ体験でありますとか、インテリアコーディネート体験、多様なプ

ログラムを設定して、そこに外部の方々をお招きをして指導していただいているようなと

ころでございます。

それから、それと併せまして、地域の方にも協力をいただきながら、例えば城山であり

ますとか、白鳳の里周辺の散策、米子水鳥公園での野鳥観察、境港漁港やサントリー奥大

山工場の見学など、様々な体験活動の実施が可能となった、そういった状況でございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 御報告いただいている中の学校に復帰した生徒が６名いらっしゃるって

いうことで、すごく頑張られたなっていうことと、復帰はしてないんだけど継続してぷら

っとホームに通うことができていらっしゃるお子さんっていうのもあると思うんですが、

そこでも通えなくて名前だけであって、なかなかそこに道がついていかない方っていうの

もあると思うんですけど、その辺とぷらっとホームに通いたいと思うニーズのバランスっ

ていうのはどんな感じなんでしょうか。名前がある限りいつ来るか分からないお子さんを

待つわけですよね、ホームのほうとしては。でも、一方では希望される方もあるっていう

ことで、その辺の御苦労もあるんじゃないかと思うんですけど、いかがだったんでしょう

か。

○今城分科会長 西村教育委員会事務局次長。

○西村教育委員会事務局次長兼学校教育課長 委員がおっしゃるとおり、子どもたちの状

況は非常に様々でありまして、通えるか通えないかという二者択一というような状況では

ございませんで、通えたお子さんがちょっと通いづらくなったりとか、あるいは全然ちょ

っと通えなかったお子さんが通えるようになったとか、様々な状況がございまして、本市

としましては、そういった様々なニーズがあるお子さんに対して、そのニーズにあった環

境をできるだけ最大限整えるような働きかけなり対応をしておる、そういった方針で対応

しているところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 本当にここが一つの今まで学校に行きづらかった人たちにとっては新し

い希望の場所になっているというふうに思うんですけれども、そこが定員っていうところ

の十分さではないかもしれないし、１か所なんですかって思ったら本当に様々な地域の居

場所に出ていけれるような次の段階も考えていっていただきたいなというふうに考えてお
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りますので、この事業は今後も継続していっていただきたいということも含めて意見とし

て申し上げたいと思いますが、地域の人がどんどん入っていくことで自分の役割とかそう

いうのを喜びとか貢献できたり、喜びっていうような様々な体験をさらに充実していって

ほしいっていうことも含めて、今後のさらなる拡充をお願いをしておきたいと思います。

以上です。

○今城分科会長 続きまして、ページ数１４４ページ、事業番号２８７番、図書館管理運

営費について。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 これはコロナ禍での対策についてお伺いしていきたいと思います。どのよ

うな物品を購入されて、どのような対応を取ってこられたのか伺います。

○今城分科会長 永瀬図書館長。

○永瀬図書館長 図書館におけますコロナ対策でございますが、これは令和２年度から消

毒液を何とか確保すること、それからパーティションなんかを御寄附、一部いただいて設

置したものもありますし、文化財団のほうに委託しておりますけど、そちらの経費で委託

料の中でパーティションなんかを購入して設置したとか、それから、もちろん換気が十分

必要でございましたんで、現在におきましても各１階、２階、少しずつ常時窓を開けなが

ら換気をしてるような対策をこれまで取ってきました。

また、本を返却していただくときに、本のいろいろ汚れだとか、それから何か混じって

挟み込まれてないかとかいろいろ点検してるんですけど、そのときに併せて、希釈した消

毒液で拭き取り作業を行うなどをしておりました。令和４年度の話でございましょうから、

令和４年度としましては、主に消毒液などを購入してきた、そういうところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 子どもの通うところとして、保育園であるとか学校等の話を聞いたんです

けど、高価っていったらあれですけど、高額な物品っていうのは買ってらっしゃらないっ

ていうことですけど、確認ですけど、図書館の換気のシステム的に空気清浄機は必要なか

ったということでよろしいんですよね。

○今城分科会長 永瀬図書館長。

○永瀬図書館長 詳しくはちょっと確認しておりませんけど、常時換気をするように窓を

開けて対応してきたところでございます。

○今城分科会長 矢田貝委員。

○矢田貝委員 ５類移行になったということで、今年度ですね、返却本の消毒っていうの

はもうなさってないというふうに認識しております。これからコロナが落ち着いて５類に

はなったものの、感染症としての対策っていうのは取り続けていく必要があると思ってお

ります。これは図書館が感染拡大の発生源とならないための取組というのは精いっぱい努

めてこられたっていうことは理解できました。

今後の対策として、図書館が安心な唯一の居場所であった方がまた戻ってこられるって

いうことにもなると思います、コロナが落ち着いてきた中で。そのときに、コロナを乗り

越えたけれども、必要な感染対策ができているということが伝わるような取組っていうの

は表示の方法であるとか、新たな物品の設置であるとかっていうのも考えていっていただ

きたいということで希望をさせていただきたいと思います。その中で、有効性が明確にな
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ってない中で、寄附があったけれども、紫外線殺菌庫は受けたけど活用されてなかったっ

ていうのが前の質疑の中であったんですけれども、これは、これからの対策として新たに

近隣でできている図書館であるとか施設には殺菌庫っていうのはあると私は認識しており

まして、ぜひこの辺、今後の対策として御検討いただきたいというのは希望を申し上げて

おきたいと思います。以上です。

○今城分科会長 それでは、終了でございますね。

以上で、教育委員会所管部分の審査を終了いたします。

予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午後４時０２分 休憩

午後４時０４分 再開

○今城分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

この際、木下市民生活部次長が発言を求められておられますので、これを許可します。

木下市民生活部次長。

○木下市民生活部次長兼環境政策課長 矢田貝委員の質問に対するヌカカ対策事業の令

和４年度対象面積及び実施面積につきまして、補助対象面積、約２２ヘクタール、事業実

施面積、約１６ヘクタールと発言いたしましたが、正しくは令和４年度の補助対象面積、

約２６ヘクタール、事業実施面積、約１３.６ヘクタールでございます。訂正しておわびい

たします。

○今城分科会長 では、お諮りいたします。木下市民生活部次長からの発言の訂正の申出

を許可することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と声あり〕

○今城分科会長 御異議なしと認め、木下市民生活部次長からの発言の訂正の申出を許可

することに決しました。

以上で全ての審査が終わりました。

予算決算委員会民生教育分科会を暫時休憩いたします。

午後４時０６分 休憩

午後４時０６分 再開

○今城分科会長 予算決算委員会民生教育分科会を再開いたします。

まず、指摘というふうにおっしゃった事業につきまして、確認をいたします。

まず、２ページ目、事業番号６２番、地域力強化推進事業について、矢田貝委員から指

摘ということがございました。

そして、６ページ、事業番号２８２番、準要保護生徒就学援助事業（中学校）、これにつ

いて錦織委員から指摘という御発言がございました。これでよろしいでしょうか、確認を

させていただきたいと思いますが。よろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○今城分科会長

それでは、分科会長報告に対して、指摘事項について委員の皆様からの御意見を求めた

いと思います。御意見をお願いいたします。

○今城分科会長 西野委員。

○西野委員 錦織さんの指摘なんですけど、僕は今回、９月の一般質問で言った多胎児、



－73－

あれの支援についてもちょっと付け加えてほしいなと思われまして。

○今城分科会長 本委員会、本分科会で発言のなかったことについては指摘はできません。

○西野委員 ああ、そうかそうか。

○今城分科会長 以上です。大変申し訳ありません。

矢田貝委員。

○矢田貝委員 錦織委員の部活動の部分の考え方っていうのは、考え方は私賛成です。地

域移行を考えていく中と部活動っていうところが、中学校の中で一応学習として全生徒が

所属していかなければいけないっていう考え方というか基本にある中での考え方としては

私はありだろうというふうに思っているんですけれども、今なのかな、もう少し何か方向

が見えてきてからなのかなっていうちょっと悩ましいところがあって、ごめんなさい、意

見です。賛成、反対っていうところが今はっきり言えないけど、考え方としては了ですっ

ていうことなんですが、皆様はいかがでしょうか。

○今城分科会長 ほかに御意見ございますか。

そうしますと、指摘事項として当委員会から報告しますものにつきましては、全委員の

賛成があって報告ということになると思いますので、今の２件につきまして文案を作成し

てから皆さんの御意見をもう一度頂戴して、これを出すか出さないかということを検討し

ますという方法と、現在のところで、今、例えば矢田貝委員さんがおっしゃったように、

まだ今どうでしょうということもあるということを踏まえて、今の段階で提出するかどう

か、指摘事項として上げるかどうかということを決めてから文案を作成していただくのか、

そこについての御協議をちょっとお願いしたいと思うんですが。

○今城分科会長 戸田委員。

○戸田委員 私はそれぞれの指摘事項の内容よく分かるんですけど、趣旨がなかなか理解

できん部分もあります。やはり文案をある程度作成していただいて、そこから文案の中身、

趣旨を浸透化を図って、それで合意形成を図るのが私はいいんじゃないかなと思いますが。

私はそういう意見です。

○今城分科会長 ほかに御意見ございませんでしょうか。

安達委員。

○安達委員 自分もメモってはおるつもりなんですけども、言われたことをここを指摘っ

ていうのがはっきりしないところがあるので、１回文章に出してもらって、それでここだ

っていうのを理解して、了解して、この委員会で指摘だということにしたいと思うんです

が、重ねての話です。

○今城分科会長 ほかの皆さんはいかがでしょうか。

（「いいと思います」と声あり）

では、そのようでよろしいでしょうか。

〔「はい」と声あり〕

○今城分科会長 そうしましたら、今指摘というふうにおっしゃっていただいております

２点の事業番号について文案を作成していただくということでお願いしたいと思います。

それで、作成をしていただくということなんですけれども、どなたにしていただくかと

いうことなんですけれども、一応今、指摘というふうにおっしゃってくださいました矢田

貝委員と錦織委員に文案の作成をしていただくということをお願いしたいと思うんですけ
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ども、よろしいでしょうか。

（「はい」「お願いします」と声あり）

そうしますと、指摘事項の提出につきまして、文案を作成される委員の皆様には指摘事

項（案）委員提出表というものが事前に送信されていると思いますので、９月２０日、午

後５時までに事務局に可能な限りメールで提出していただきますようにお願いいたします。

なお、文案については分科会で述べられたことしか記述できませんので、御了承くださ

いませ。提出された文案については２２日の分科会で文案調整等を行いますので、よろし

くお願いをいたします。

では、以上で予算決算委員会民生教育分科会を閉会いたします。

午後４時１２分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

予算決算委員会民生教育分科会長 今 城 雅 子


